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（午前10時 開会） 

○益田洋平委員長 ただいまから、予算常任委員会健

康福祉分科会を開会し、本日の会議を開きます。 

  初めに、本分科会に分担されました議案の審査は、

クラウド上などに掲載してあります審査順位（案）

のとおり進めたいと思いますが、御異議ありません

か。 

  （「異議なし」と呼ぶ者あり） 

  御異議ありませんので、そのように進めることに

します。 

  なお、質疑時間を十分確保し、審査の充実をより

一層図るため、理事者からの資料説明は省略するこ

とにします。 

  また、要求資料の目次の欄に要求委員名を記載し

てもらっておりますので、御了承願います。 

  これより議事に入ります。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 議案第83号 令和７年度吹田市一

般会計補正予算（第２号）中、児童部所管分を議題

とし、質疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第83号中、児童部所管分に

対する質疑は終了いたします。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 暫時休憩します。 

（午前10時１分 休憩） 

（午前10時２分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第85号 令和７年度吹田市後期高齢者

医療特別会計補正予算（第１号）を議題とし、質疑

を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○林 恭広委員 そもそもなんですけれども、今回上

がってる予算というのは、当初予算のときに見込ん

でなかったから今回のタイミングで上がってるのか

なと思うんですけれども、そうなった理由を簡単に

御説明いただけますか。 

○樋口雅俊国民健康保険課主幹 今回の保険料の還付

は、過年度の還付金が不足するというところなんで

すけれども、もともと1,000万円という予算を見込

んでおりまして、こちらの分につきましては被保険

者数の増加とか死亡率の増加、そういったものを見

ながら、過去３年間の実績を最終的に積算根拠とい

たしまして、630万円ぐらいが過去３年間の平均実

績というようなこともありましたので、その1.5倍

の予算を確保しておけば、十分足りるかなと判断し

ていたところでございます。 

○玉井美樹子委員 恐らくその予測が違ったというこ

とと、お亡くなりになるというのが一番の理由かな

と思ったりするんですけど、そのようなことを含め

た対応というか、例えばそこも含めて予測に変えて

いくとか、今後はそういった対応が必要じゃないの

かなと思うんですけども、その辺りは今回、こうい

うことになった経緯を踏まえて、今後どうされるの

か考えておられますか。 

○樋口雅俊国民健康保険課主幹 今回見込みを誤った

保険料の算定につきましては、保険料を納めていた

だいて還付する全体額は令和６年度も令和５年度も

6,300万円前後ということで変わらなかったんです

けれども、今回に関しましては、現年度に御請求さ

れる方よりも、年度をまたいで御請求される方の割

合が想定よりも大きな割合で、過年度になってしま

ったということがございます。 

  今後の予算の積算に当たりましては、現年度と過

年度の割合が変わっていくというものを十分に考慮

した形で予算要求に努めてまいりたいと思っており

ます。 

○玉井美樹子委員 どうしても年度をまたぐと過年度

扱いになるので、そこは分からなくもないんですけ

ど、予算の査定を受けるに当たって、恐らくですけ

ど、これから多死時代に入っていくというか、多く

亡くなられる方も増えるだろうし、そういうことは

年度をまたがずに請求できるような、タイミングが

選べるもんでもありませんから、そういう意味では、

しっかり予測はしていかんと、何でなんていう追加

補正とかになってくるので、そこは査定も含めて時

代背景とか状況なんかをきちんと伝えた上でしてい

ただきたいなと思いますので、これは要望しておき

たいと思います。 
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○五十川有香副委員長 改めてですけど、今回のよう

に財源がなくなるかもしれないという状況について

は、初めてのことなのか、数年前とか数十年前とか

に遡ったらあったのか、お聞かせ願えますか。 

○吉岡由起子国民健康保険課主査 過去に不足したこ

とはございません。 

○五十川有香副委員長 この1,000万円の予算額につ

いては、そもそも複数年、同額での算定となってま

したよね。 

  先ほどの答弁であれば、平均が約630万円やから

1.5倍あるという感じですけれども、どちらかとい

うと、1,000万円は要るんかなっていう感じの、何

ていうか単純計算になってたのかなって正直なとこ

ろ思っています。 

  先ほどの委員さんからも御指摘ありましたけれど

も、今回こういったことになってしまったところに

対しての、市としてのコメントというか、所感を聞

かせていただけますか。 

○樋口雅俊国民健康保険課主幹 今回の分につきまし

ては、リアルタイムで還付状況を確認するのが少し

難しい状況にはございますが、令和６年度の決算を

行ったタイミングにおいて、全員が過年度として請

求された場合は、翌年度の償還金で払わないといけ

ない額が当初予算を上回るという見込みは理解して

おりました。毎月の決算状況を確認しながら、いつ

頃足りなくなるのか、もしくは予算ぎりぎりで年度

をまたげるのか、そういったことも見ながら毎月精

査をしておったところですけれども、日々の業務を

行う中で、予算をきちんと意識しながら進めていく

ことで、適切な時期に予算要求、足らなければ補正

のお願いをするといったこともしていかないといけ

ないと思っております。 

  今後につきましては、より精緻に予算を積算でき

るように努めてまいりたいと思っております。 

○五十川有香副委員長 皆さん、ロボットのように仕

事されてるんじゃないので、請求の状況とかどうし

ても確定するのが分からなかったとしても、肌感覚

で感じた上でしっかりと、今御答弁いただいたよう

にしていただきたいなと思っています。 

  あと、ちょっと心配なのが、400万円で足りるの

かというところですけれども、その妥当性について

お聞かせください。 

○吉岡由起子国民健康保険課主査 令和５年度、令和

６年度の還付未済額の合計額2,342万円に、過去４

年間の過年度還付金の請求率60％を掛けますと、約

1,400万円になりますので、当初予算額との差額400

万円を計上しております。 

○五十川有香副委員長 今後はそういった請求率等も

含めてしっかりしていただいて、どうしても万が一

の場合もありますので、その場合の補正というのは

やむなしとは思いますが、こういったことがあらわ

になってしまったので、しっかりと気をつけて今後、

事務を行っていただきたいなと思います。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第85号に対する質疑は終了

します。 

  暫時休憩します。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

（午前10時11分 休憩） 

（午前10時12分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開します。 

  次に、議案第83号 令和７年度吹田市一般会計補

正予算（第２号）中、福祉部所管分を議題とし、質

疑を行います。 

  質問があれば、受けることにします。 

○清水亮佑委員 ケアプランデータ連携システム活用

促進事業についてお伺いします。 

  まず、事業の目的みたいなのをどう考えてるのか

改めて教えてもらっていいですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 ケアプランデータ連携シ

ステムは、多くの事業所様が一斉に導入してくださ

ることによって、事業所様の業務負担の軽減が見込

まれるものでございます。また、今後の介護情報基

盤の整備に向けて、導入が必須になると見込まれま

すので、国がフリーパスキャンペーンを行っている

この時期に導入いただきたいと考え、実施を検討し

ているものでございます。 

○清水亮佑委員 今現状で、もう介護ソフトとか入れ

てるところはどういった扱いになるのか教えてくだ
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さい。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 介護ソフト同士を連携す

るシステムでございますので、既に介護ソフトを導

入されている事業者様においても、新たに連携シス

テムを導入していただく必要がございます。 

○清水亮佑委員 これ、連携できないソフトとかって、

１個もない感じですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 送信できるデータ形式に

制限はございますので、何もかもができるようにな

るというものではございませんが、一般的にケアプ

ラン情報を連携される際に使用されるＣＳＶファイ

ルやＰＤＦファイル等の送受信は可能になります。 

○清水亮佑委員 分かりました。データとかなかなか

使いにくいとか扱い方とか分からへん事業所も多分

出てくると思うので、その辺りをフォローしてもら

えたらなと思います。 

  続きまして、老健施設についてお伺いします。 

  資料要求をほかの委員さんがやってるんですけれ

ども、この中で使わせていただけたらなと思うんで

すけど、9,000万円の支出ということで、人件費の

部分が幾らか教えてもらっていいですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今回の9,000万円に対し

ましての支出側のほうで見込んでおります人件費に

つきましては、３億9,680万円でございます。 

○清水亮佑委員 満額が支払われてるっていう認識で

合ってますか。それとも、減額があったりとか、そ

ういった部分があっての支払いを見込んでいるのか、

どっちか教えてもらっていいですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 人件費につきましては、

現状、満額お支払いする前提での金額となっており

ます。 

○清水亮佑委員 それは管理職とかそういった人たち

も含めてですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 委員お見込みのとおり

でございます。 

○清水亮佑委員 個人的になんですけども、運営して

もらってるっていう部分もあるし、その人たちの生

活も守らないとあかんっていうのも、すごい分かる

んですけど、やっぱり9,000万円を市から支払って

るっていうことを考えたときに、一定何かしらの責

任の部分というか、運営とか経営面に対して甘かっ

たっていう言い方をするとちょっとあれなんですけ

れども、人件費も9,000万円に含まれてるって考え

ると、何かその辺りは違うのかなっていうのもある

んです。 

  それだけではないとは思うんですけど、税金なの

で、市からただ税金をはいどうぞっていうだけでは

ちょっと違うのかなとも思うので、9,000万円払っ

たことによって何か改善とか見られるように、経営

とかに対してどうアプローチするのかとかという提

案を受けた上で出すとか、事業団の改編であったり

とか、そういったところは必要なのかなと思います。

老健が難しいのであれば、市から経営改革とかが上

手な人とかをアドバイザーに入れたりとか、ただた

だ支出するだけだとちょっと違うのかなと思うので、

その辺も含めて１回見直してもらえたらなと思いま

す。 

取りあえず、１回置きます。 

○林 恭広委員 今の話の少し続きになるかもしれな

いんですけれども、今回9,000万円支出したとして、

その後、事業団の経営はどれだけもつと見込まれて

いるのか教えてください。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 今回、9,000万円負担金

を支出することで、少なくとも今年度中は安定した

運営をしていただけると考えております。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 少し補足をさせていただ

きます。 

  今回の負担金9,000万円の考え方というのが、令

和７年度に発生する不足を補塡するという考え方で

ございますので、資金的には令和７年度のスタート

時点に令和８年度のスタートで戻るようなイメージ

を持っていただければいいかと思います。ですので、

令和７年度の後半には恐らく資金が底をつくという

見込みになりますので、収入、支出があまり変わら

なければ、来年度につきましても令和８年度の後半

ぐらいに資金が尽きるという見込みになるものでご

ざいます。 

○林 恭広委員 であれば、参考資料の中に記載いた

だいてるのが、在り方を考えていってパブコメを取

ってというような流れになってるかなと思うんです
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けれども、9,000万円を支出したとしても、来年度

また同じ状況が続くのかなと思っております。そう

考えたときには、来年度以降に追加で必要となるよ

うな負担金というのは幾らぐらいかかるだろうと見

込んでおられるのか、教えていただけますか。 

○山際順一高齢福祉室参事 今、委員から御質問の部

分ですが、今回9,000万円の負担金支出という形で

させていただいて、今後の方向性なんですけれども、

今おっしゃっていただいた今後の見込みという部分

も、本議会でも御提案の中でもありますが、在り方

検討という中で具体的な金額等々、また大規模な今

後の見込みといいますか、そういった部分を全て洗

い出した上で総合的に判断してまいりたいと考えて

おります。 

○林 恭広委員 本会議の中でも、在り方検討をして

いくと、現時点では具体的な方針は定まってないと

いうようなお話がありましたけれども、そうは言っ

てもですね、先ほどの清水委員もお話ありましたけ

ど、市が多額の9,000万円という負担金を支出して、

さらに追加の負担金が課せられてくる可能性がある

のであれば、現状の事業団として何か改編するため

の計画等々があると思うんです。どういうふうな流

れになっていくかという計画は持っておられるのか、

持っておられるなら市は確認をされてるのかという

ところを教えていただけますか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 これまでも事業団につき

ましては、給与の見直しであるとか、歳出の削減と

いうことに取り組んでいただいているところです。

これからの方策につきましては、在り方検討の中で

また検討していきたいと考えております。 

○林 恭広委員 給与の削減等々のお話というのは、

本会議でもお話しいただいてたと思うんです。収入

の確保とか経費の削減に努めてきたし、入所率低下

とか物価高でしんどいんやと、コロナもあったしっ

ていうようなお話しいただいてたと思うんですけど、

これって一般論のお話かなと思っておりまして。一

般論じゃなくて、実際どんなことをしてきてどれだ

けの効果があったかということを、本会議の中では

細かくは御説明いただけてなかったと思うので、例

えば収支改善策で具体的にこういうことをしてきた

とか。それに対して効果がなかったから、結局こう

いうことになってるのかなと思うので、それを実際、

分析した上で、市として今どういうふうに評価して

いるのかをお答えいただけたらなと思います。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 これまで事業団が取り

組んできた経営改善の取組の実績につきましては、

まず、給料関係でいいますと役付手当の引下げ、こ

れに関しては年間で12万円程度の効果があったとい

うことであったり、給料月額の引下げというところ

で、給料表に定める１等級から７等級の上限号給も

カットしたり、これが年間430万円といったような

ことも実施しております。 

  また、ベースアップに関しましても、平成26年以

降につきましては、最低賃金を満たしていない等級

は除きますが、ベースアップ等を実施していないと

いうところになっております。 

○林 恭広委員 今、給与カットばかりなのかなと思

ったんです。それ以外に何かされてて、何か効果が

生まれたりっていうようなことはあるんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 人が人に対するサービス

をする施設ですので、事業団の支出の大部分が人件

費なので、今申し上げたような人件費のことが一番

大きな形にはなるんですけれども、なかなか数字に

表しにくいんですけれども、各病院、医療機関のほ

うに定期的に空きベッドの状況であるとか連絡を取

って、なるべく利用者を確保できるような施策とい

うのは当然以前からやってたんですけれども、経営

が苦しくなるに当たって、さらに強化されていると

いうことは事業団のほうからお聞きをしております。 

○梅森徳晃福祉部長 事業団の改善策が一体何がある

のかっていうところなんですけれども、まず、事業

団からの経営状況報告というものを５月にお示しし

ているとは思うんです。その中には重点項目として、

在宅復帰施設としての役割でありますとか、先ほど

担当も申し上げましたように、医療機関の連携であ

りますとか地域との連携というところで、そこはし

っかりと進めていきたいっていうことをおっしゃっ

てます。ただ、以前からも事業団としては、やはり

収入がちょっと赤字傾向にあるっていうことは当然

分かってきていた中での話でございます。 
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  我々としても、事業団との話の中ではやはり入所

率を上げることが一番の改善策ということでござい

ますので、そこをどうしていくかっていうことは、

事業団もこれからもしっかりと考えていきたいとお

っしゃってます。 

○林 恭広委員 分かりました。 

  現職の従業員さんや役員さんに対する退職金引当

金があるので、それを現時点で支給すると総額幾ら

ぐらいの見込みになるんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 まず、前提としまして、

役員の方につきましては退職金がないということに

なっております。ですので、従業員の方の退職金に

つきましては、令和６年度決算の貸借対照表に退職

手当引当金が計上されておりまして、これは令和６

年度末で全ての従業員の方が辞められた場合に払わ

なければいけない退職金という形で会計上計上する

んですけれども、その金額が１億3,100万円程度と

なっております。 

○林 恭広委員 役員の退職金はないというお話だっ

たんですけど、今の従業員さんたちに対して満額を

支給したらこの金額になるという理解でいいですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 委員のおっしゃるとおり

でございます。 

○林 恭広委員 分かりました。 

  次、資料要求させていただいておりました内容に

つながる質問をさせていただこうと思います。 

  そもそもですね、老健施設の本来の役割とか目的

というのはどういうものだったのか御説明ください。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 老健施設の目的としまし

ては、要介護の高齢者を対象にしておりまして、例

えば、入院されてる方が在宅復帰できるようにする

ために医学的な管理の下にリハビリなどを行ってい

ただいて、在宅復帰を目指すための施設でございま

す。 

○林 恭広委員 入所の期間に対しての考え方という

のはどういうふうになってますでしょうか。 

○山際順一高齢福祉室参事 一般的に、老人保健施設

の考え方は原則３か月から６か月という期間で考え

られております。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 少し補足をさせていただ

きます。まず、入所期間につきまして上限というの

はございません。今担当から申し上げましたとおり、

原則３か月から６か月の間で、その方の健康状態で

ありますとか、自宅に戻られたときに介護される御

家族の方とか、そういった状況を含めて、老健の事

業団の中で会議を開いて、このまま継続するのか退

所されるのかというところを、その都度判断してい

くということになっております。 

○林 恭広委員 入所期間に上限はないというお話な

んですけれども、資料を頂いて、数字で見えるとこ

ろなのでお話をさせていただきたいのが、今現状で

いうと９月１日現在で71人の入所者さんがいらっし

ゃって、その中の17人の方、約４分の１の方になり

ますけれども、３年以上、２年以上、１年以上とい

う、要は１年以上入所されてる方がおられるという

状況になってるんですけど、それぞれ一人一人違っ

た理由もあるかとは思うんですけれども、長期入所

になってる理由はどういうことなんですかね。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 委員おっしゃるように、

各個人によって要因が異なるんですけれども、例え

ば、在宅復帰したとしても、なかなか介護をされる

介護者の方がおられずに施設にずっといらっしゃる

というような方がおられます。 

○林 恭広委員 介護者がいないというのは、御親族

がいないっていうことですかね。 

○山際順一高齢福祉室参事 先ほどの答弁の補足にな

りますが、もともと老健の設立当初は、御家族がい

らっしゃる方も、包括的な構成として自宅におられ

る方も中にはいらっしゃったと思ってますが、近年、

やはり共働きですとか、いわゆる日中にいらっしゃ

るかとかそういった構成の変化が生まれているとい

うふうには認識しております。その上で、やはり今

申し上げたように、退所の審査とかそういった場合

に、いわゆる在宅復帰はちょっと困難ですとかって

いう御家族の御意向とかいろんな判断を踏まえまし

て、決定されると考えております。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今おられる方の中でいい

ますと、非常に高齢の方、九十何歳という方が複数

おられますんで、介護をされる方についても高齢で

あるということで、実際に自宅に戻られて介護する
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というところは難しいのではないかと、これは想像

なんですけれども、そういった面もあるかと思いま

す。 

○林 恭広委員 その方々がそういう状況だったって

いうことは、ずっと入所者さんを見ておられるよう

な方々は分かっておられて、老健施設じゃなくて違

うところに移っていただくっていうような流れをつ

くっていくのも、ある意味お仕事だったりするのか

なと思うんです。それをやったからといって全員が

全員すぐに移動しますというお話にはなってこなか

ったのかなとは思うんですけど、今9,000万円を支

出して、在り方を考えました、来年度どうしましょ

うっていう話になっていくときに、結局まだまだ時

間がかかるよねっていうようなお話になりそうなの

で、それも含めて、今後どうしていくかっていうこ

とをもっと考えていかないといけないんじゃないの

かなと思うんですけど、どうでしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 入所者の方については、介

護老人保健施設でございますので、一定の最終的な

期限というのがもちろんございます。それに対する

アプローチということで、施設の意向とか、空き状

況というところで経過する年数もございますので、

そういった中では今後、その方々が次の施設に移る

ための一定の期間というのは、やっぱり若干必要に

なるようなケースは多々あると思っております。 

○林 恭広委員 そうであれば、本会議の中で、例え

ば民間の施設に現時点で移転をさせたらどうなのか

っていうような御質問をさせていただいたと思うん

ですけれども、簡単に言うとそこに関しては考えて

ないっていうような御答弁を頂いてたと思うんです。

けど、そこってもう今の時点で考えていないといけ

ないようなお話になってるんじゃないのかなと、む

しろ過去から考えておかないといけないような話じ

ゃないのかなと思うんですけど、実際、本当に考え

ておられないのか教えていただけますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 本会議の答弁で申し上げ

させていただいた前提としまして、今後の在り方を

検討していくに当たって、当然一つの考え方として

はこのまま継続っていうことももちろん選択肢の一

つとしてはある中で、それも含めて、入所者を退所、

別のところに引き取っていただいてということもも

ちろん選択肢の一つなんですけれども、そういった

選択肢をこれから考えていきたいという意味で、引

継ぎにつきましては基本的に施設がなくなる場合に

考えなければいけないという手順になりますので、

まずは、方向性を決めてから、きちんと手順の中で

具体的に考えていきたいということで御答弁させて

いただいたものでございます。 

○林 恭広委員 承知しました。 

もう１点の資料要求をさせていただいた分なんで

すけど、入所率が令和５年度から令和６年度にかけ

て、がくっと大きく減少しているんですけど、その

理由は何だと見込んでおられますでしょうか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 令和５年度から令和６年

度にかけて、入所率が下がっている理由なんですけ

れども、コロナ禍の影響で、コロナが明けたとはい

え、なかなかその後も入所者が戻らず、入所率が下

がっているというところです。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 基本的には今申し上げた

とおりなんですけど、１点補足させていただきます

と、コロナが明けたことで、特に今まで施設に長く

入所いただいてた方も含めてなんですけれども、在

宅復帰を本格的に元に戻したというところがありま

す。リハビリをしっかりして、帰れる方には自宅に

帰っていただくという、もともとの老健の使命とい

いますか在り方に立ち戻ったというようなところも

あって、在宅復帰率がかなり上がったということで、

結果的にその分、入所される期間が短くなりますの

で、どちらがよしあしというのはあるんですけれど

も、結果として平均の入所率が下がったという現象

も併せて起きたことであると認識しております。 

○林 恭広委員 であれば、そもそもの老健の立ち位

置に戻ったのが原因だということですね。 

  一旦、置いておきます。 

○中西勇太委員 資料もたくさん要求させていただき

まして、御準備いただいてありがとうございました。 

  林委員がたくさん大切な質疑をしていただきまし

たので、重ならないようにとは思うんですが、少し

重なるかもしれません、すみません。 

  先ほどの質疑でも答えていただいてましたけども、
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そもそも吹田市介護老人保健施設の果たす吹田市に

おいての役割は、同等の類似の役割を担う施設もあ

ると思うんですが、今後の稼働状況の改善などを考

えていく上で、他の同等類似の役割である施設は近

隣にあるのか、どういった状況になっているのか教

えていただけますか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 市内の類似施設として、

介護老人保健施設として吹田市老健含めて市内で７

か所ありますので、ほかのものということでござい

ましたら６か所ございます。 

○中西勇太委員 私も病院で介護の主治医意見書を書

いていて、施設に入っていただくための紹介は多数

今までしてきてるんですけども、今、サービス型高

齢者住宅についての言及はなかったですけど、そう

いった介護老人ホームとか、今回の介護老人保健施

設以外の枠組みも多数あるかと思うんですが、その

辺りはどうでしょうか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 委員おっしゃいますと

おり、介護老人保健施設以外にも特養であったり、

サ高住、いわゆるサービス付高齢者向け住宅がござ

いまして、これらの施設につきましては年度を追う

ごとに施設が増えておりますので、要介護の方の選

択肢としては介護老人保健施設以外にも広く増えた

と考えております。 

○中西勇太委員 頂いた資料でも、吹田市介護老人保

健施設の過去５年間の稼働状況を近年だけ見ても、

入所率は令和３年は僅かに令和２年より高いですが、

基本的にずっと右肩下がりで下がっている。収支を

考える上でも入所サービスによる収入が非常に大き

い割合を担うというところで、先ほどの質疑でもあ

ったかもしれませんが、入所率が下がっていく大き

な原因は、近隣施設、市民病院の建て替えであった

りとかが大きな要因としてあるのかなと思うんです

が、その辺りはいかがでしょうか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 入所率の低下につきまし

ては、委員おっしゃるように、吹田老健についても

環境の変化というところが大きいところでございま

して、サービス付高齢者向け住宅の増加や、特別養

護老人ホームも増加しているといったところが原因

の一つかなと考えています。 

○中西勇太委員 私が要求させていただいた資料のサ

ービス付高齢者住宅の登録数などを見ていただいて

も、すごく右肩上がりで上がっていって、この辺り

も非常に大きいのかなと思いますし、こういうハー

ド面の整備が近隣に多数あるという中で、先ほどの

答弁で収支の改善のために入所率を上げる努力をす

るというようなことをおっしゃってたと思うんです

けど、入所率が改善する見込みというのは立つもの

なんでしょうか。どういう根拠があって改善の努力

をするとおっしゃってるのかがちょっと分からない

んですけども、答えられますでしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 今の現状としては入所率の

回復というのは、見込みは難しい状況かなというの

は認識しております。ただ、老健としての役割とし

て、リハビリっていうところではあるんですけれど

も、認知症っていうところも力を入れてるので、認

知症の方の昼夜逆転でしんどくなってる在宅の方が

いらっしゃるので、そういう認知症の方々を受け入

れて、昼夜逆転を戻して在宅に戻っていただくとか

いうような新たな手法というのを、今後、老人保健

施設と協議しながら受入れ枠を増やしていくってい

う方法はほかにもあろうかと思ってますので、どう

いうことが可能かというのは現場の介護老人保健施

設と協議しながら、今以上の入所が何らかの形で確

保できるように努めてまいりたいと思っております。 

○中西勇太委員 厳しい聞き方をするかもしれません

が、そういった努力は今までにされていなかった努

力ではないですよね。 

○竹本和倫高齢福祉室長 今までも吹田老健でそうい

う方々を受け入れて在宅に戻しておられたというの

はお聞きしております。 

  ただ、そういうＰＲがどこまで在宅のほうに伝わ

ってたのかっていうところは我々もちょっと認識し

ておりませんので、そういったところを十分に周知

して、入所者確保に努めていきたいと思っておりま

す。 

○中西勇太委員 今回、運営費負担金9,000万円とい

う大きな額によって、令和７年度スタート時に戻る

ということは、収支の状況が直ちに改善しなければ、

来年度も同様の負担金支出が必要になるという見込



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 8 － 

みということでよろしいでしょうか。 

○山際順一高齢福祉室参事 今委員おっしゃっていた

だいた部分ですが、今後の見込みということで先ほ

ど答弁もさせていただきましたが、今回につきまし

ては今年度いっぱいということで一応9,000万円と

いうような見込みを立てさせていただいております

が、来年度以降の在り方検討で、申し上げているよ

うな公費の負担という、いわゆる総合的な部分も踏

まえて考えていきたいと思っております。 

○竹本和倫高齢福祉室長 補足となりますが、あくま

でもですが、入所率、入所者のキープが今現状難し

いということであれば、委員おっしゃっていただい

たとおり、来年度も同じような状況に陥ると認識し

ております。 

○中西勇太委員 同様の状況に戻っても、ハード面や

様々な備品などは常に老朽化していくと思うんです。

ということは、もし近々に大きな改修工事などが必

要であった場合は、さらに物すごく大きな額が必要

になる可能性があると思うんですが、そういった状

況について、資料も細かなところは書いていただい

てるんですけども、大きな修繕が近年であり得るの

か見込みを教えていただけますでしょうか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 現状、施設に関しまし

てはやはり老朽化しているということで、個別施設

計画上でも、今後、大規模改修というのが想定され

ております。やはり大規模改修に関しましては、実

際に工事となりますと、かなり概算になりますが約

16億円がかかると見込んでおります。 

○中西勇太委員 今後について、在り方検討やパブリ

ックコメントなどを予定しているということですが、

稼働率がこの１年、２年で急に下がったという状況

ではないですし、そもそもこれまでに在り方を考え

るという機会はなかったんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 ちょっと古くなるんです

けれども、平成21年度に在り方検討委員会というも

のを一度開いております。そこで主に議論されたの

は、吹田の福祉の中で老健がどういう位置づけで、

どういうサービスをやっていくべきなのかというと

ころがメインでありまして、その担い手を誰にする

のか、そういった議論というのはあったんですけれ

ども、今委員からも御指摘がありましたとおり、経

営が悪化しているという状況に対して、在り方をど

う考えていくかというところについては今回が初め

てかと思います。 

○中西勇太委員 私も医療者の一人として、やっぱり

近年のコロナ騒動が起こって、人口動態の変化もさ

らに速くなって、補助金なども大きく病院にも施設

にも影響したというのは知っています。要求させて

いただいた資料の、吹田市介護老人保健施設事業団

がコロナ禍対応として受給した国、府、市の補助金

や支援金の内訳ですが、やっぱり令和４年の時点で、

今回の運営負担金とほぼ同様の9,000万円ぐらいが

支援金、補助金で入っているという大きなところが

あって、この財政状況内訳を見ていれば、この時点

で非常に厳しい見込みは推定できたんではないかな

と思います。このとき、医療関係者も福祉施設関係

者も行政の皆さんも大変だったと思うんですけども、

もう少し早く在り方検討ができなかったのかなと正

直思うんですけども、いかがでしょうか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 令和４年度の時点におき

ましては、まだコロナ禍で退所される方も入所され

る方も非常に動きが少ないという中で、なかなか見

込みを立てることが難しい状況でございました。ま

た、補助金もコロナの様々な補助金が入ってきたと

いうところで、一時的に財政状況が少し回復したと

いうようなところもございましたので、この時点で

判断することがなかなか難しかったというところで

す。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 １点補足させていただき

ますと、資料の中からはなかなか読み取りにくいん

ですけれども、令和４年度に一番大きな7,000万円

ほど入っている補助金が施設整備等補助金というこ

とで、老健はもともと多床室になっておるんですけ

れども、コロナの中で、それが感染の拡大につなが

りかねないというところで、パーティションを入れ

て個室化といいますか、仕切りを入れたというとこ

ろでございます。 

  財務諸表で申し上げますと資産のほうになります

ので、毎年のいわゆる赤字、黒字というところに関

しては、この7,000万円はカウントされてないとい
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うことになります。ただ、委員がおっしゃるように、

それでも1,000万円、2,000万円弱の補助金は入って

おりますので、その部分については、もともと補助

金の趣旨がコロナでいろんな経営上苦しい面がある

ものを補助するというところですので、後から見る

と確かにこれで助かってたという部分は見えるんで

すけれども、当時の感覚としてはコロナでしんどい

ところが元に戻ったというような感覚であったので

はないかと思います。 

○中西勇太委員 そうですね、パーティションとか理

解するところはあるんですけども。分かりました。 

  今回、公設公営施設ではなく、この指定管理者さ

んが令和６年度から令和10年度の間は責任を一応持

たれる立場というところで、この外郭団体である事

業団にこういった大きなお金である運営費を支出す

ることについて、あえて素人のような質問するんで

すけども、法的や制度的な根拠とか、問題にならな

いのかどうか、その辺りはどのように考えておられ

ますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 本会議の御質問の中でも

同じような御質問を頂いてたかと思うんですけれど

も、法的に申し上げますと、今おっしゃっていただ

いたように法的義務というのは市として負っている

ものではないということを本会議でも御答弁させて

いただきました。ただ、この事業団の設立の趣旨で

ありますとか、これまでの関係性も踏まえて、公立

の施設を我々がこういう形で運営してくださいとい

う形で事業団を立ち上げて、それに対して、一定

我々もずっと関与しながら続けてきたというところ

で、公的サービスをずっと継続して提供し続けた結

果の赤字ということになるかとは思いますので、そ

こについては市として、これも本会議でも申し上げ

ましたが、道義的責任という部分はあるのかなとい

う認識でございます。 

○中西勇太委員 このコロナ騒動とか人口動態の変化

とか、吹田市は特異的に人口が増えているとかちょ

っと違いがありますけども、全国でも同様の事例が

恐らくあるんではないかと思っています。 

  こういう類似の運営費支出のようなことは、他自

治体での事例とかはあるんでしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 やはりこういう施設ってい

うのは、制度が始まる前は公的なところが多く設立

してました。なかなか運営が厳しいというところで、

徐々に指定管理や民間譲渡といった形で状況が変わ

っておりまして、市の老健というのはもうほとんど

見受けられません。ほぼほぼ指定管理で行っており

ますので、行政がお金を入れてというようなところ

は我々では今のところ確認できませんでした。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 老健そのものに対して運

営費負担金を支出した事例というのは、私が探した

中ではなかなか見つからなかったんですけれども、

外郭団体という形での御指摘ということであれば、

例えば道の駅を運営している団体、外郭団体に対し

て補助金を出した事例というのはあったかと思いま

す。 

○中西勇太委員 分かりました。やっぱり9,000万円

という大きなお金ですし、他の事例も多いものでは

ないということであれば、他市の財政状況とかで、

出せるかどうかとかそういうところも影響するかと

思います。 

  何が大事かというところで、一番最初に林委員も

聞いておられた、この施設の果たすべき目的、介護

サービスというものを守ることができるのかという

ところが一番大事だと思いますので、他施設も充実

している状況もあっての稼働率の低下であろうと思

いますし、根本的に大事なところは大切に守りなが

ら、在り方をしっかり検討していただけたらと思い

ます。 

これで終わります。 

○澤田直己委員 先ほど部長がおっしゃってた、５月

定例会で報告された事業団の事業計画とか収支決算

など、いろいろと報告があったと思います。資料要

求してないんで分かりにくくて申し訳ないんですけ

どね。 

先ほどからいろいろ経営改善の話とかあったかと

思います。令和７年度の収支予算書を見たときに、

事業収益が６億2,400万円ぐらいになってるわけな

んですよ。過去の５年を見ても最高でも５億5,000

万円か５億6,000万円ぐらいで、６億2,400万円とい

うのは、令和６年度決算よりも事業収益が8,000万
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円ぐらい伸びないとあり得ない数字なんですよね。

この数字が出てきた根拠を知りたいんですよ。予算

やから、目標として、これだけ事業改善することで

入所者が増えてこれだけプラスになりますというの

は当然あるでしょうけども、過去最高収益をこの状

況で出してきたという根拠を教えてほしいんですよ。 

○竹本和倫高齢福祉室長 過去の経緯の収入予算から

見ますと、介護報酬が大きく影響する部分があると

いうことでございます。 

  令和６年度から介護報酬が上がりまして、それも

超復帰型といいますか、復帰率が高ければ介護報酬

が高いということで、その中で希望的観測が入って

るかもしれませんけれども、入所率を確保すれば、

ある一定限の収入を確保できるという予想の下、積

算したものと思われます。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 １点、補足になるんです

けれども、この予算を立てる時期というのもちょっ

と影響しておりまして、令和７年度予算につきまし

ては当然令和６年度の年度途中で予算を立てている

はずですので、令和６年度の決算はまだ見えてない

状態で、何をベースに次の予算を立てるかとなった

ときに、直近の数字は令和６年度の予算をベースに

事業団のほうで考えておられるようです。そこに対

して、今室長のほうから申し上げましたとおり、令

和６年度から介護報酬の増額がありましたので、令

和６年度の予算よりも収益が改善すると見込んでの

この数字でございます。確かに乖離があるというこ

とは御指摘のとおりかとは思うんですけれども、事

業団の積算の仕方としてはそういう積算になってお

るということでございます。 

○澤田直己委員 でも参考資料では、収入見込み５億

3,000万円という予想が立てられてますよね。事業

団なのか皆さんが立てたのか知らんけどね。という

ことは、大体分かってたわけでしょ。そういういろ

んな要素はあるけども、５月定例会から僅か数か月

後に５億3,000万円という数字を出すってことは、

多分そんなもんやっていうのが分かっていて６億

2,000万円なんていう数字を出してくること自体が

ね。確かにこの報告書の５月議会の時点で僕らも言

わなあかんかったかもしれないけども、これを見せ

てくること自体がどうなのかなっていう話なんです

けど。 

○竹本和倫高齢福祉室長 あくまでもこの提案という

のは、我々も最悪の事態を想定したっていうところ

でございます。もちろん希望的観測もあるんですけ

ど、予算どおりいけばこういうような提案をさせて

いただくこともないんですけれども、このままの入

所状況から最低最悪なことを想定しますと、この12

月でというようなことが予想されましたので、今回

の御提案をさせていただいているものとなります。 

○澤田直己委員 もう１点、要求させてもらった資料

の中にも令和６年度の正味財産期末残高が6,600万

円ぐらいと書いてましたけど、令和７年度の一般正

味財産期末残高では２億4,700万円で、いきなり跳

ね上がってるんですが、これはどういうことですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 詳細な積算の方法につい

てまでは事業団のほうに確認は取れてないんですけ

れども、先ほど申し上げましたように、翌年度の予

算を立てるときに、前年度の予算ベースで考えてい

くということを事業団のほうではされているようで

すので、それが積み重なってきて、少しずつ決算と

乖離している状態を、本来どこかで正さないといけ

ないということなんだと思うんですけれども、それ

が引き続いているというようなところが実態かなと

我々としては考えております。 

○澤田直己委員 予算ベースで組み立ててたっていう

話ですね。じゃあ、吹田市もそんなんしてますか。

決算で分かるでしょう。実際ある財調がどんだけ残

ってるかとか、ほかの基金がどれだけ残ってるかと

か、ある金額の中で予算組みしていくと思うんです

よ。何年前からこういう予算立てをしているのか分

かんないですけど、要は、ないお金をずっと予算上

は計上してるってことでしょう。そういう予算立て

をされると、経営改善してますとか、何かが数百万

円改善されましたとか言われたって、説得力が全然

ないんですよね。すごいずさんな予算提案ですよね、

別に僕らに提案したわけじゃないけど。この辺はど

うお考えですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 御指摘の点というのはよ

く理解をいたします。乖離がかなり大きいというの
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はどこかで正すべきというふうに、我々の役所の感

覚としてはそのように思います。 

  ただ、どこかで修正をかけるべきであったかもし

れないというところはあるんですけれども、各年度

で事業団のほうで収支の積算に入る前に、今年は入

所者をこれぐらい確保したいという入所者の確保の

積算がベースにあって、この入所率を改善させると

いう意欲の下、こういう予算が組まれているという

ところでございますので、事業団としてはこうした

いという意欲の表れでもあるのかなと認識しており

ます。 

○澤田直己委員 意欲の表れにしては、ちょっと無理

があると思うんですけど、そこはもういいです。 

  資料で、令和４年度決算時の人件費が約３億

5,000万円で、令和６年度は約４億で、4,800万円ぐ

らい増えてるわけなんです。先ほど、給与の見直し

なんかも数百万円やけども図ったとか、処遇改善と

かもあるかとは思いますけども、ここだけ見ると、

この経営状況の中で人件費だけはしっかり伸びてる

というふうに取れなくもないんですけど、この辺は

どうなんですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 人件費の伸びにつきま

しては、事業団の給与体系に関しましては吹田市と

かと同じような公務員型で、勤続年数が延びれば延

びるほど給与が上がっていくというところになって

おりますので、ベースアップを保留したりっていう

ようなこともしてはおるところではございますが、

やはり勤続年数が増えていったというところで人件

費が上がったものと考えております。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今、委員のほうからも御

指摘ありましたように、令和５年度に処遇改善加算

がありまして、こちらについては制度的に介護職の

処遇を改善するためにということで、給与を上げた

分については全額介護報酬の中で手当てがされると

いうことになっております。ですので、令和５年度

の人件費が４年度に比べて上がっているというのは

御指摘のとおりなんですけれども、このうちおよそ

3,000万円ぐらいにつきましては処遇改善加算の対

象ということで、上がった分、収入も増えてるとい

う形ですので、人件費だけが上がったというもので

はないということでございます。 

○澤田直己委員 ということは、その3,000万円は事

業収益のほうにも入ってるから、実際の令和６年度

のこの経常収益っていうのは、５億5,400万円では

なくて、５億2,400万円と考えていいんですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今おっしゃっておられま

すように、令和４年度と同じ基準で考えるんであれ

ば、今申し上げた3,000万円を引いた形で比較する

のが正しいかと思います。 

  ただ、令和５年度、令和６年度は、実際に入所率

が下がっておりますので、収入についてもそれを差

し引いて、3,000万円も差し引けば、下がっている

状況にあるというのはそういう形でも見ていただけ

るかと思います。 

○澤田直己委員 実際に僕らが思ってるより経常収益

としては少ないのかなっていうところと、在り方検

討を１月にするっていうお話ですけども、先ほど林

委員か誰かの質疑の中で、このまま継続するという

ような話も出てきたと思います。議会質問の中で、

僕は事業清算の話ばっかりしてましたけど、それは

一つの選択肢としてもちろんありますよね。ほかに

選択肢としては何があるんですか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 そのほかの選択肢としま

しては、今後も引き続き事業団に経営を運営してい

ただくということであるとか、またほかの事業者に

事業譲渡するというようなことも選択肢としてある

と思います。 

○澤田直己委員 指定管理者を変更するとか、そうい

う選択肢はないですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 選択肢の一つとして、指

定管理者の経営が苦しくなったときに別の指定管理

者を探すというのは一つの選択肢かと思います。 

  先ほど担当のほうから申し上げた中で、もう１点

は、今、入所者が100人ということでございますの

で、規模を縮小して継続するというのも選択肢の一

つには入ってくるかと思います。 

○澤田直己委員 なぜこの質問をしたかというと、参

考資料にある給与比較で、これ、全く同じ条件じゃ

ないから一概にこのとおりというわけじゃないでし

ょうけどね。勤続13年目の介護職員平均給与という
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ことで、吹田市老健が他の類似施設よりも30％高い

というとこでね、指定管理者変更することで例えば

人件費が安くなるとかそういった部分もあるでしょ

うし、どこまで想定されてるか分からないですけど

も、そういった部分で何とかなるような状況ではな

いんですかね。例えば、それこそ民間の老健もいっ

ぱいありますけど、そういうところがやったことに

よって、これは後ろ向きやけど人件費とかがちょっ

とスリム化して、経営が改善するみたいなのはある

んですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今おっしゃっていただい

たように、指定管理者の交代というのももちろん選

択肢としては考えてはいるんですけれども、ここは

これから在り方検討の中で具体的にメリット、デメ

リットを図っていくということになるんですけれど

も、我々の現状の認識としましては、事業団の経営

において給与が多少高いというのは先ほどの御指摘

にもありましたけれども、それ以外の、老健のニー

ズが下がってきていて入所率が下がっている状況と

いうのは、決して事業団の職員の運営の問題ではな

いと考えております。 

このまま入所率が下がっていくという状況を見た

ときに、ほかの運営者であれば黒字化できるのかと

いうところについては、ちょっと厳しいところもあ

るのではないかなという、これはきちんと精査した

数字ではないので、担当の感想的なものにはなって

しまいますけれども、手を挙げていただけるところ

があるかどうかというのは厳しいのではないかなと

見ております。 

○澤田直己委員 私もその選択肢はないと思ってます。

そのまま継続するというような話もありましたけど、

そこの妥当性が非常に問われてくるわけで、いうた

ら、独立した法人なわけですし、毎年9,000万円、

約１億円を補塡するのかっていう話になってきます

し、先ほど大規模改修の話もあったから、それを続

けるとしたら市が全額負担するわけでしょう。積立

金とかあるんですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 今後、大規模改修をす

るとなった場合、借入れとかもございますので、そ

ういったことで手当てをしていくのかなと考えてお

ります。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 先ほど申し上げました選

択肢の中で、今御指摘いただいたように、このまま

継続をするというところや、指定管理の交代、規模

を縮小しての継続というところなんですけど、この

辺りは公的施設として残すという形になりますので、

そういったことでありますと、今御指摘のように大

規模改修については市が実施するということになる

かと思います。 

○澤田直己委員 16億円を市が負担して、毎年１億円

ぐらい負担してまで、この外郭団体の事業団を残す

妥当性とか必要性とかはどう考えますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 その必要性につきまして

は、何度も申し上げて申し訳ないんですけれども、

在り方方針の中で、メリット、デメリットを見なが

ら、市として意思決定をしていきたいと考えており

ます。 

○澤田直己委員 今の時点で答えられることもあるか

と思うんですけどね。わざわざ１月まで待たんでも、

皆さんプロなわけやから。別に、朴さんの個人的な

意見でもいいですし。部長、何か意見ないんですか。 

○梅森徳晃福祉部長 先ほども担当からもありました

ように、まず、今日いろんな厳しい御意見を頂いて

おります中で、現実的に何がいいのかというのはや

はり今後の在り方の中でしっかりと考えていきたい

と考えております。 

  ただ、この対応に関しましても、本当に我々も慎

重な精査が必要と思っております。赤字だからって

すぐやめるのかどうかっていうところの問題もあり

ますし、やはり利用ニーズっていうところも考える

と、そこは慎重にしていきたいと考えております。

できる限り早く御説明できるようには努めていきた

いと思っております。 

○澤田直己委員 半直営みたいな感じですけど、市が

外郭団体としてやる意味というか、例えば市民病院

とかやったら民間の病院がやらないようなことをや

ってくれるとかね、いろいろあると思うんですよ。

だから、外郭団体の老健として、民間の老健はやっ

てくれないけど外郭団体がやってくれるとかそうい

うものがあれば、残す必要っていうのも一定あるん



校正前原稿のため、正式な分科会記録ではありません。 

－ 13 － 

でしょうけど、そういう部分は何かあるんですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 すみません、ちょっと話

が遡るかもしれないんですが、もともと老健が設立

された経緯につきましては、同種の施設がない中で、

まずは公的施設として吹田老健及び事業団ができて、

介護の状況が整ってない中をずっと支えてきたとい

う、ここについては非常に大きな意味があったとい

うところでございます。 

  ただ、現状を見ますと、先ほど別の委員からも御

質問がありましたけれども、民間の老健も増えてき

ておりますし、他のサービスというところもありま

すので、その辺りが、設立当初の意義と現時点の意

義がどのように変化しているのかというところも、

分析あるいはヒアリングなんかもしながら、きちん

と在り方のほうで考えていきたいと思っております。 

  事業団として特に力を入れてこられたのは、認知

症対策、認知症の高齢者に対する介護という部分で

は先駆的な取組もずっとされてこられましたし、そ

の辺りであろうかと思います。 

○澤田直己委員 いや、だから、そこは民間の老健が

できないわけでもないし、やろうとしないわけでも

ないんですよね。特色としてはそういうところがあ

るけども、例えば病院とかやったら土曜、日曜とか

もやってくれるとか、採算が合わないところも担っ

ていただけるとか、そういった部分があるからやっ

たりするわけで、そういう部分を聞きたいんですよ。

この老健が民間の老健では絶対やってくれないよう

な役割を担ってる、みたいな。30年以上前は必要や

ったと思いますよ、そのときは。でも、今はおっし

ゃるようにサ高住とかいっぱいあるし、民間の老健

もあるし、時代が変わってきて必要性も恐らく薄れ

てきてて、でも、やる意義っていうか続けるという

選択肢もあるっておっしゃったわけやから、別に在

り方検討を待たなくても、今の時点でも意義は一定

あるじゃないですか。そこを答えてほしいんですよ。 

○竹本和倫高齢福祉室長 そういう意味では、民間の

部分ではやっておられるかもしれませんけれども、

吹田老健では看護実習生とか実習生の受入れとか、

ボランティアの受入れ等々を積極的に行っている部

分もございますし、施設から聞く中では、具体的な

数がどうかっていうところは明確ではないんですけ

れども、民間の老健での受入れが難しくて、吹田老

健で受けている実情があるというのはお伺いしてお

ります。 

○澤田直己委員 分かりました。 

  それと答弁の中で、市は道義的責任はある、ただ、

法的責任とか経営責任はないといった答弁なんです

けど、これはそういう認識で間違いないですよね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○澤田直己委員 ただ、多分一般市民の感覚からする

と、公金を投入した時点で、いやいや、もう責任を

認めてるんちゃうのってなると思うんですけど。要

は道義的責任って、倫理的な責任とか社会的な責任

みたいな、ちょっとふわっとしたものだと思うんで

す。例えがいいか分からないけど、交通事故で法的

責任がないのにお金払いますなんてあり得ない話で

すよね。要は、お金を市が赤字補塡するっていうこ

とは、もう実質市の責任として認めているように認

識されると思いますけど、それはどう思いますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 ここは我々の説明の仕方

も悪かった部分があるかもしれないんですけれども、

今回、事業団のほうに、資金不足の補塡という形で

9,000万円を投入する予算を上げさせていただいて

るんですが、これの一番の目的は、現状の利用者の

方、あるいはこれから入所される方に対してのサー

ビス提供の維持を図るというのが一番大きな目的で、

決して事業団の延命を図るという趣旨でこれを支出

するわけではないというところについては、この場

を借りて再度御説明させていただければと思います。 

○澤田直己委員 もろもろ含めるとね、基本的には続

けるという選択肢はないと思うんですよね。だから、

市の負担を抑えた上で民間譲渡という選択肢はどう

いう想定ですか。どちらにしろ、大規模改修は発生

してくると思うんですけど。 

○竹本和倫高齢福祉室長 民間の受入先の交渉内容に

よってくるとは思うんですけれども、例えば、どの

程度の規模も受け入れてくれるとかっていうところ

は、今の現状を御説明しながら、民間が求める内容

というのはどこまでかというのもお伺いするような
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状況かと思います。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 民間譲渡としまして、逆

に事業者側から見たときには、それは条件次第とい

うことではあるんですけれども、建物も整っている、

設備もある、特に従業員の方も引き継がれるパター

ンというのがありますので、そういった形で一番恐

らく苦慮されるであろうサービス提供の担い手の方

を確保した状態で事業に入れるという部分で、民間

譲渡というのは一つの選択肢かなと思っております。 

○澤田直己委員 それもね、大規模改修16億円を、そ

の民間企業が負担してくれるっていうんやったら、

ありやと思うんですよね。 

  ただ、市が16億円負担して残す必要ってあるんか

なっていう、さっきの必要性の質問になってくるん

ですけど。となってくると、僕はないと思うんです

よね。ただ、そんな条件で受け取ってくれる企業が

そもそもあんのかってなると、やっぱりかなり厳し

いというか、ほぼないと思うんですよね。 

  僕、議会でもちょっと質問や意見をしたんですけ

ど、一番可能性あるのは、在り方検討を経て、令和

８年度中ぐらいに事業を清算するというところが一

番現実的な案かなと思ってるんですね。その場合に、

今回の負担金が9,000万円で、議会でも言いました

けども、退職給付引当金が１億3,000万円ぐらいで、

令和６年度決算ベースで退職給付引当資産が1,800

万円ぐらいっていうことは、少なくとも１億1,000

万円以上の退職金が必要になってくるのと、令和８

年度が、令和７年度のこの収支見込みよりも悪い状

態でソフトランディングさせながら事業清算をして

いくという過程におけば、全部足すと最低でも３億

円以上、もっとかかってくると思うんですよ、一番

有力な選択肢で。この認識は間違ってないですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 まず、有力な選択肢とい

うのは現時点で特に思っておりませんので、フラッ

トに議論をしていきたい、検討していきたいと思う

ことをまず前提とさせていただきます。 

御指摘の点につきましては、実際、決算上の事実

としまして、退職手当引当金に対して、退職手当の

資産が不足しているというのは事実でございますの

で、これはもうあくまで仮にということにはなるん

ですけれども、仮に事業清算という形で職員の方に

退職いただくようなことがあるんであれば、それは

負担するというのが現状では有力かなと思います。 

○澤田直己委員 この予算9,000万円の予算が認めら

れなかった場合はどういう動きをされるんですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 まずは、入所者確保に努め

て収入増に努めるというところになろうかと思いま

す。最終的に市のほうのお金がないということにな

れば、土地も建物も市のものでございますので、事

業団運営というのは行き詰まってしまうものと考え

ております。 

○澤田直己委員 いつぐらいに行き詰まるという想定

ですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 これにつきましては本当に

入所者の状況というところと、あとは従事者そのも

のが離職してしまうような現状があれば、時期が早

まる可能性というのはもちろんございます。 

○澤田直己委員 9,000万円を投入しても、期末残高

が8,200万円ぐらいあるっていう話なんで、そこを

使いながらになってくるんでしょうけど。議会でも

言いましたけど、追い金をしていく未来しか見えて

ないんで、なるべく早く決断したほうがいいと思い

ます。 

  それと、例えばこの9,000万円の予算が仮に通っ

たとして、でも来年度以降の追加の公的資金投入は

一切認めませんみたいな話になったときには、それ

はどのように動くんですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今、仮にそういった状況

になったとすれば、同じように今ある9,000万円プ

ラスした財産の残りの中で同じようなことが起きる

のかなと思っております。 

○澤田直己委員 なので、どの選択肢を取っても、か

なりの金額の市の追加負担がいるわけですよね。だ

って、大規模改修はいずれ絶対やらないと駄目です

し。しかも市がやるわけでしょ、積立金なんかもな

いですよね。ということで、続ける妥当性とか必要

性ってなったときに、保育園とは違うわけじゃない

ですか。 

民間でも同様の施設がいっぱいあって、民間との

多少の違いはあっても、この外郭団体じゃないと絶
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対にできないとか、ここがなかったらもうあぶれる

人が出てきてっていう話じゃないでしょ、これ。ほ

かの民間の老健なんて、入所の枠が空いてるわけや

からね。となってくると、一番被害が少ないという

か、被害ってこれは市民が負担するわけやから、市

民の負担を一番少ない方法で店じまいをする方向に

行かないと、何億も使って結局少し長くやったぐら

いの結果になると思うんですけど。 

○竹本和倫高齢福祉室長 やはり市民の税金が投入さ

れるということは我々も重く受け止めてますので、

今後の在り方を検討する中で、できる限りお金の投

入というところは最小限にっていうところの選択肢

を考えて進めてまいりたいと思います。 

○澤田直己委員 そうなると、もういかに事業清算を

早くやるかが、一番被害が少ないと思うんですけど。

それは、取りあえず意見とします。 

一旦、置きます。 

○小北一美委員 他の委員との重なる質問も多々ある

と思いますけども、重なるところは簡潔に答えてく

ださい。 

結論から先言ってしまうのもあれなんですけど、

今、澤田委員も言うたように、もう事業を廃止する

しかないんじゃないかなという思いですので、その

観点から、何点か質問します。答弁のやり取りの中

で、いや、ちょっと考え方が違うなってなったらあ

れですけど、どう見ても皆様のやり取りを見てたら、

もうそれしかないんではないかなとは思うんですけ

ど。 

  再度確認ですけどね、今回の吹田老健に対して

9,000万円という多額の負担金、貴重な市民の税金

を使って負担金を支出する明確な理由を簡潔に答え

てください。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 今回、公的資金を投入

する一番の理由につきましては、まず、今現在入所

している利用者の保護というのが大前提となってお

ります。それをした上で、早急に在り方等を検討し

て、どうしていくかということを決定していきたい

と考えております。 

○小北一美委員 皆さんのいろいろなやり取りを聞い

ていても、もうこのまま経営して続けていくのはな

かなか大変だということですよね。突然大変になっ

たわけじゃなくて、コロナ禍があったり、コロナで

一時的に収入とか増えたにせよ、やはり他の民間施

設が充実してきてる中で、当初の吹田老健の社会的

使命が、この社会状況の中で、もう今は果たされて

ないんではないかということを鑑みて、他の委員も

おっしゃってましたけども、この段階で検討するよ

りか、もっと早い段階でこういうことをやっていく

べきではなかったかなと。あらゆる打つ手があった

んではないかと思うんですけども、なぜここに至る

まで放置していたのかっていうことで、先ほど来も

やり取りあったと思いますけど、もう一度、教えて

もらえますか。 

○高畠真人高齢福祉室主幹 委員おっしゃるように、

コロナ禍で今後の経営状況がどうなっていくのかと

いうところがなかなか見えづらかったというところ

もございまして、令和６年度の決算の状況を確認さ

せていただいてから、今回の負担金の支出を判断さ

せていただいたというところになります。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 判断の時期につきまして

は、基本的にこの施設が指定管理ということで、指

定管理期間が５年ということですので、基本的には

５年ごとに、次の５年間をどうするかというところ

の検討のタイミングというのはあろうかと思います。 

その辺りでいきますと、令和５年度の選定委員会

で令和６年度から10年度までの選定をしているんで

すけれども、その令和５年度の時点で判断というこ

とが一つあるんですけれども、そこは選定委員会の

中でも御意見ありましたけれども、その時点では、

令和４年度の決算を見ながら選定をしているという

ところで、収支が令和５年、令和６年で物すごく悪

化したという部分については、今回の指定期間の選

定の中で、なかなか予測が難しかったというところ

でございますので、基本的には５年間単位で物事を

見ているという部分も一定、大きな判断材料かなと

考えております。 

○小北一美委員 いずれにしても、その見通しが甘か

ったという事実はもう拭えない、隠せないと思いま

す。 

  令和６年度決算の貸借対照表の退職金の件ですけ
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れども、澤田委員も本会議でも質問されたし、先ほ

ども質問ありましたけども、退職給付引当資産が普

通預金で約1,800万円に対して、負債の退職給付引

当金が１億3,102万円ってなってて、一応今の現時

点で約１億1,300万円の不足になってるということ

ですよね。このままでは、もし退職金が要るように

なったときには、当然老健単体では退職金が払えな

いとなりますので、当然、また市が払わなあかんと

なると思うんですけども、その辺は当然さらに市の

負担が増えますよね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 退職金につきましては、

まず退職手当の引当資産というのは、基本的には義

務ではないというところです。同額があればもちろ

んベストなんですけれども、事業が続いている限り

は、基本的に一気に職員の方が退職されるというこ

とは普通は想定しませんので、その辺りでいくと、

事業を清算するとなったときに、今のお話というの

がすごく重要になってくるのかなというところです。

これについては仮定の話としてお答えをさせていた

だきたいんですけれども、退職につきましても各事

業団の給与規定等に基づいて積算されておりますの

で、この辺りについては、現状でいえばお支払いす

る形になるかなと思います。 

○小北一美委員 普通でしたら一遍に退職は当然ない

んですけども、清算すべきではないかという観点で、

仮定ですけど一応質問してます。 

  その場合、退職金は自己都合で退職した場合と、

もし事業を廃止するとなった場合の割増しはどうな

るんですかね。自己都合じゃなくて会社都合という

か事業者都合であれば、普通は割増しがあると思う

んですけれども、その辺はどうですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 委員おっしゃいますとお

り、事業団の給与規定に自己都合の場合と会社都合

での退職の場合というのは別の規定がありまして、

具体の金額というのは、個人それぞれの積み上げ金

額によっても変わりますので、なかなか申し上げに

くい部分はあるんですけれども、事業団に聞いたと

ころでいくと、２割から３割ぐらいは上増しになる

のではないかということは聞いております。 

○小北一美委員 退職金はやはり規定というか、規則

があって、決められたやつの満額は支払わないとい

けないですからね。民間企業でしたら赤字経営の事

業所の職員に対してなかなか払わない場合もあると

は思うんですけども。その辺は吹田老健だけでは払

えないので多分市が負担しないといけないと思うん

ですけれども、こういう場合も満額は払わんといけ

ないんですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 当然、資金がない場合は

払えないということにはなるとは思うんですけれど

も、資金があるという前提であれば、それは当然お

支払いしないといけないということにはなると思い

ます。 

○小北一美委員 これは仮定の話やから、清算すると

きに資金がなくて市の税金で負担するとなったとき

にまた議論になると思うんですけどね。そういうこ

とも想定しておかなくてはならないということを踏

まえて質問しました。 

  あと、仮に老健を廃止するとなると、問題は２点

あって、一つは利用者の他の受入先へのあっせんと、

今働いておられる職員の再就職の問題ということが

あるんです。それは仮定の問題だからということで

先ほどのやり取りの中でもあったと思うんですけど

も、当然利用者のそういうことも想定して考えてい

かなくてはならないと思うので、そういった意味で

今、吹田老健を利用されている方々の受入先の確保

というのは、見通しとしてはどんな感じですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 仮にということですけれど

も、清算ということであれば順次、手続を進めてい

かれるものと思います。行政としても受入先の確保

であったりはサポートさせていただくものと思って

おります。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 見通しということについ

ては本会議でも御答弁させていただいたんですけれ

ども、これから在り方検討の中で進めていくという

ことにはなるんですけれども、その際に考えなけれ

ばいけないのは、その時点での各利用者さんの健康

状態でありますとか、先ほども少しお話ありました

けれども、介護する側である御家族の状況でありま

すとか、ほかの民間施設のその時点での空き状況と

か、その辺りを複合的に考えていかないといけない
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かなとは思っております。 

○小北一美委員 参考資料を見てみますと、職員は常

勤と非常勤合わせて88人となってますけれども、こ

の中に吹田市から事務職員も出向していると思うん

ですけど、仮に事業廃止ってなったときにはこの職

員は市役所に戻ってこれるんですか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 現在、市のほうから出

向している職員はいませんので、引き上げるといっ

たようなことはございません。 

○小北一美委員 今現在はいないわけですね。分かり

ました。 

  いずれにせよ、先ほど澤田委員の質疑で選択肢が

四つぐらい挙げられてましたけども、このまま経営

を続けていく、事業廃止する、指定管理を変更する、

民間に譲渡するという形の中で、それぞれなかなか

厳しい選択になると思うんですけどね。 

豊中市が民間に譲渡されたという例を会派説明の

ときに聞いたのかな。そういう豊中市の例のように、

吹田老健の場合は民間譲渡が可能なのかどうか。恐

らく厳しいと思うんですが、その辺はどうですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 豊中市の例は吹田市と似

たような状況ではあるんですけれども、一つ大きな

違いがありまして、豊中市は開設からおよそ20年後

ぐらいに民間譲渡に動き出しておりますので、10年

ほど吹田市よりも早く動いてるということで、施設

の老朽化が吹田市よりはかなり緩やかであったのか

なというところでございます。 

  民間に譲渡しますと、その維持管理費も含めて民

間のほうで維持をしていくということになりますの

で、この施設の老朽化具合というのは、吹田市にと

っては厳しい条件なのかなと考えております。 

○小北一美委員 民間譲渡は豊中と比べて非常に厳し

いということやね。豊中はまだ20年だからこそ受入

先もあったということですけどね。 

  いずれにしても、経営をこのまま続けたら非常に

厳しいと思いますので、これ以上傷口を広げないと

いうか、市の負担、市民の税金を使わないためにも、

先ほどの退職金の問題とか様々な問題が出てくると

は思うんですけども、早急に結論を出すべきじゃな

いかと思うんですよ。 

在り方検討は１月までに素案作成となっていて、

いろんな要素でそうなると思うんですけど、あまり

にも遅過ぎる、スピード感がなさ過ぎる。私として

はもう事業廃止しかないかなと思うんです。様々な

課題というか問題もありますけど、長引けば長引く

ほど傷口も大きくなりますので、そこは結論を早急

に出さなければならない。私の思いとしてはもう廃

止しかないかなとは思ってるんですけども、その辺

りは、部長、どうですか。 

○梅森徳晃福祉部長 まず、今いる利用者に対しての

サービス提供、やっぱり御家族様が安心してサービ

スを使っていただけるっていうのがまず最優先かな

と思っております。 

  その上で、当施設や事業団の在り方はやはり慎重

な精査が必要であると認識しております。 

  また、今回いろいろな御意見も頂いておりますの

で、そこも踏まえながら、必要な検討をした上で、

具体的な対応方針をできる限り早く御説明できるよ

う努めてまいりたいと考えております。 

○小北一美委員 廃止となると、先ほど言った利用者

の問題、従業員の問題等々、ほかにもたくさんあり

ますけども、やはり結論を早く出すべきではないか

なと思います。慎重に検討するのも当然いいんです

けども、そういった意味で、この予定のスピード感

ではちょっと個人的には遅いなと思いますのでね、

来年３月までに結論を出すぐらいの思いで検討して

いただければと思っておりますので、これは要望し

ておきます。 

一旦、置いておきます。 

○玉井美樹子委員 まず、ケアプランデータ連携シス

テムのことでお聞きしたいと思います。 

  本会議等の質問で、９月２日現在で導入されてい

るところが50件ということだったんですけど、どれ

だけの事業所のうち50件導入してて、まだのところ

の数も教えてください。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 ９月１日時点で、事業所

数ですと、全体では964事業所のうち50事業所が導

入しているということになります。 

  ただ、議案参考資料に書かせていただきました全

体の積算を行った事業所数については、連携システ
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ムのライセンス自体が、１事業所番号当たり１ライ

センスということでひもづくものですので、実際の

事業所数とは異なりまして、事業所番号数でカウン

トをしているものでございます。 

  今現在、事業所番号数は９月１日時点で507事業

所、導入済みの事業所数は41事業所、今現在導入さ

れていない事業所番号数は466あることを確認して

おります。 

○玉井美樹子委員 恐らく検討中のところも、これま

でもあったのかなというふうに思うんですけど、こ

れまでも導入してきたところもありますよね、補助

をやりますよって言わないときでも。今すぐ補助を

するから必要だったというわけではないのかなと思

うんですけど、これまで導入するのに、導入しまし

ょうっていうような何かアクションを市がやってき

たということはあるんですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 市からこの連携システム

の導入について普及啓発、促進を行うという事業に

関しては、今回提案させていただいているこの事業

が初めてのものでございます。 

○玉井美樹子委員 これまでなかったとしても、導入

してはったとこあるわけでしょう。それって今回が

全く初めてなんか、これまでも事前に何かやってき

てるのかっていうことを聞いたんですけど。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 国がフリーパスキャンペ

ーンの周知啓発と併せて、令和５年４月１日からこ

のシステムが本格導入されていますので、その前後

で国が普及啓発を行ってきたものでございます。 

○下村知生高齢福祉室参事 補足いたしますと、国か

らの通知のほうは随時来ておりまして、例えばフリ

ーパスキャンペーンの案内であるとか、そもそもこ

のケアプランデータ連携システムの制度についての

周知等は国から参っておりますので、その都度、事

業者には通知をさせていただいているところでござ

います。 

○玉井美樹子委員 通知がされていて、それでもちゅ

うちょしてはったのは何が原因なんですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 システムを導入した場合

のコスト削減効果ですとか、メリットが十分に周知

できていないことであったり、メリットを理解され

ながらも、周辺の事業所さんの普及の様子伺いをな

さっていて、導入をためらっておられる事業所様が

今現在に至るまで多いと見ております。 

○玉井美樹子委員 ちゅうちょしてたのにはいろんな

理由があるんだろうけど、このキャンペーン期間と

いうか、補助しますよという期間が終了した場合、

それ以降もソフトの手数料というのはかかってくる

んですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 今のところ、フリーパス

キャンペーンは来年の５月末までということで国が

広報しておりまして、それ以降のキャンペーン継続

についてはまだ情報がない状態でございます。 

○玉井美樹子委員 ということは、もしかすると、期

間が延長される可能性はあるということですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 今現在、何とも申し上げ

ることができないのですが、その可能性はあるかも

しれないと思っております。 

○玉井美樹子委員 例えばこのフリーパスキャンペー

ンが終わった後、恐らく年間で２万1,000円ぐらい

かかるということになると思うんです。金額だけ見

れば僅かに聞こえるけれども、事業所としては導入

すれば楽になる分、コストとして毎年かかっていく

っていうのが、結局はいつまで続くかなぐらいでは

やっていかれへんのかなと思うとこもあるんですけ

ど、その辺りがネックになってるんじゃないのって

いうふうに思うんですけど、そこはどうなんでしょ

うか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 委員のおっしゃるとおり、

これまで連携システムを利用されてこなかった事業

所様にとっては連携システムのライセンス料として

年間２万1,000円というものは新たに追加されるコ

ストとなります。ただ、国が令和２年度に実施した

調査結果によりますと、連携システムを導入したこ

とによって追加的に発生するコストを加味したとし

ても、紙であったり印刷代通信費などの削減効果の

ほうが多いという結果があります。 

○玉井美樹子委員 確かにそうやと思うんですよ。プ

リントするのとか、プリントしたやつを運ぶとか、

ファクスだったりとか、事業所間連携をせなあかん

ということは、そういうところが結局は手間だなと
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か、コストかかるなっていうとこだったんかなとい

うふうには思うんです。 

  だけど、本当に現場の負担を減らすっていうこと

なんであったら、もう少し具体的に説明するとか、

そういったことが必要だというふうに思いますし、

例えば、事業者連絡会があるんだったら、そこと協

同してやるとか、そういうことをして導入していく

っていうことも必要かなと思うんです。その辺りは

何か考えておられるんでしょうか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 委員のおっしゃるとおり、

事業者連絡会の居宅介護支援部会とはこれまでもお

話をさせていただきながらこの事業について検討を

進めてまいりました。 

  今年の10月下旬に開催予定の吹田市介護保険事業

者連絡会の居宅介護支援部会の全体会であったり、

11月に開催されます介護フェアにおいても、ケアプ

ランデータ連携システムに関する研修を実施する予

定でございます。また、10月中旬以降には介護保険

サービス等人材確保支援事業において、ケアプラン

データ連携システムの導入に係るオンライン研修を

公開する予定でございます。 

○玉井美樹子委員 いろいろ考えてはおられるんです

けど、例えば無料フリーパスキャンペーン期間中は

迷っていて、みんなが無料期間に導入されるのとち

ょっとしたタイミングでずれてしまって、キャンペ

ーン期間が終わってから入られたら、当初からコス

トがかかるわけですよね。ほんならやめとこうって

なる可能性だってあると思うんですよ。 

  そうなった場合に、もちろん国がやるのが一番や

というふうには思いますが、現場の負担軽減をって

いうことであれば、もっとそういうこともイメージ

して、そういうことへの対応とか、国のキャンペー

ン期間が終わっても市は何か考えるのかとかいうこ

とも検討が必要かなというふうに思うんですけど、

その辺りは検討されてるんですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 この提案させていただい

ている事業に関しましては今年度限りの事業でござ

いまして、府の補助制度についても来年度の実施は

今のところ未定ということを確認しております。 

  ただ、現在実施している介護保険人材確保支援事

業であったりとか、市が独自で行っている事業につ

いては今年度のニーズであったり、事業者様のお声

を伺いながら、来年度の事業内容を検討していきた

いと考えております。 

○玉井美樹子委員 よく聞いてほしいなと思うんです。

負担軽減というのは分からなくもないし、もう少し

リアルにイメージするようなことを試すとか、こん

なことになるんですよとかいうのがもう少しイメー

ジできたら、このキャンペーンじゃなくても導入数

も増えてただろうけど、イメージできないから増え

なかったのか、提携するような相手先が入れてない

ので、あんまり意味がないと感じてたのか、全体と

してそれをすることで、もう少し別のことにサービ

スにかけられますよとかね。 

例えば、訪問に時間が割けますとか、そういった

実際の利用者へのサービス提供に変わってきたんじ

ゃないかなっていうふうに私は思うんです。帰って

やらなあかんから、もうはよ帰ろうとかいうふうな

ことにつながってなかったんかなとか、現場が感じ

ている具体的なしんどさを解消するもんですよとい

った説明はどんなふうに市がされてきたのか。聞い

てるだけじゃなくて、だから解消できますよってい

うことはもうちょっと具体的に説明があってもよか

ったんちゃうんかなと、本会議での質疑とか聞いて

ても思うんです。 

このキャンペーンじゃなくても導入しましょうと

いうことをされてきてたんだったら、その辺りはど

んなふうに具体的に話をしてこられたんですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 このケアプランデータ連

携システムのサポートサイトホームページに、連携

システムの導入や操作の画面キャプチャー、動画が

掲載されておりまして、実際の導入に係る操作であ

ったりとかは確認いただけるようになっております。 

  また、それぞれの事業所様でどれくらいのコスト

削減が可能かというところも、同じく連携システム

のサポートサイトに試算ができるようなエクセルデ

ータがアップされておりますので、それぞれの事業

者様が、従業員数であったりとか、利用者様の人数

を入力していただいて試算いただくことが可能とな

っております。 
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  ただ、事業者連絡会の役員会などでお話を伺って

おりますと、そういったデータが大きく公開されて

いるということ自体を御存じない事業者様も多いと

考えておりますので、そういった便利なツール等の

周知、啓発も市の事業として行っていきたいと考え

ております。 

○玉井美樹子委員 もちろんそうやって聞かれて、実

際見られて、ほんで導入した人たちがいてたりとか、

知らなかったというようなことも、多分日々の業務

に追われてるから、そんなことを確認している暇が

ないんじゃないかなと改めて思います。 

  そうやって思えば、せっかく一緒に考える機会で

しょ、事業者連絡会とかね。だから、どういうこと

が伝われば普及になるんかとか、そういったことも

具体的によく聞いていただいて、現場の負担軽減に

必ずつながりますというような、イメージしづらい

ことをもう少しイメージできるようにしていただく

ことが必要じゃないかなというふうに思います。10

月からやられるということもありますから、もう少

し現場の声は聞いていただきたいかなというふうに

思います。 

老健のことで、今までもいろんな質疑は出ていま

すが、設置の経過として、制度がない中で支えてこ

られたという役割はお話もされてたかなというふう

に思いますし、公共性が高いというふうには思うん

です。実習生の受入れとか、民間で受入れが難しい

方を受け入れてきたっていうことがあると思うんで

すけど、事業所運営って、ほかのところも大変にな

っている中で、例えばやむなく閉じなあかんとか、

そういったところが出てきてるというふうに思うん

です。そういったときに、老健が公共性が高いとい

うことで役割を果たしてきたとか、例えば災害のと

きの対応とか、火災が起こったときに、施設連絡会

の方が高齢者が比較的多かったということで、開放

して入浴のお手伝いだったりとかそういったことを

対応された例があったかな思うんです。そういった

ときに、老健施設ではありますけど、市が造ってる、

高齢者の受入れができる施設だからこそ、果たして

きた役割みたいなんがあったんじゃないかなと思う

んですけど、その辺り何か具体例ありますか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 もちろん防災の福祉避難所

にもなっておりますし、そういったところでは市と

しての一定の役割というのは大きく担っていただい

ているものかと思います。 

  具体的な状況というのは詳細には確認できてない

んですけれども、ボランティア育成であったりとか、

地域貢献というところでは多々、老健として公共的

な役割っていうのを担っていただいているというの

は報告を受けております。 

○玉井美樹子委員 今回、資金ショートに備えて投入

されるいうことで、在り方が今後話し合われていく

ということですけど、指定管理の期間が残ってるわ

けですよね。もちろん在り方は検討されるとしても、

投入することは一定、指定管理の期間を見据えた投

入かなというふうに私は受け止めてるんですけど、

その辺りはどのような検討がされたんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今おっしゃっていただい

たように、指定管理を議決も経て５年間やるという

ことで事業をスタートしたということについては非

常に重くは受け止めておりますが、一方で、スター

トのタイミングでは、ここまで公金を投入しなけれ

ば事業が継続できない状況というところまで、予測

ができなかった部分でもございますので、指定管理

の経過も含めてその重さも踏まえながらゼロベース

で考えていきたいなというふうに考えております。 

○玉井美樹子委員 ということは今回投入するけど、

指定管理の期間ももつかどうか分からへんという予

測という理解でよろしいですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 今いろいろ御議論いただい

てるっていうところが一番大きなポイントかなと思

ってます。今後、市民の税金を投入していくってい

う中で、どこまで老健としての役割を評価できるか

なっていうところになります。無尽蔵に市の財政も

余裕があるわけではございませんので、そういった

中でどこまでの資金というところが皆さんの御理解

を得られるかというのが今回の委員会の一つのポイ

ントかなと思っております。 

○玉井美樹子委員 利用者いてはりますし、これだけ

介護人材が不足していると言われる中で、例えばで

すけど、終わりが決まったところで働き続けるとい
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うことを選択されるのかどうかとかいうことにもな

ってくるでしょ。働く人が、例えば辞めていかれた

場合、結局残った利用者をサポートできなくなるっ

ていうことが一番私は危惧するなと思うんですよ。

在り方を検討しているっていうだけで、長くもたな

いところで働き続けるのはどうしようっていうふう

になる場合もあるだろうし、そこを上手に、もう少

し検討とか改善する策があったんちゃうかなという

ふうに思っています。 

もともとは制度が整わへん中で造った公共性の高

いところですよというところを踏まえれば、指定管

理の期間も危ういみたいな、そういう市の姿勢でほ

んまにええんかなと思っているんですけど、その辺

りはいかがですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今、委員御指摘のように、

我々としてもサービス提供の担い手がいなくなると

いうことを一番恐れておりますので、どのような結

論になるにしても、きちんと事業団のほうとコミュ

ニケーションを取りながら、話を詰めたいと思いま

す。変な経営不安だけが広まって、皆さんが辞めて

いってしまうようなことは一番避けなければいけな

いというところもありまして、今回、9,000万円を

市として負担するという理由の一つとしては、市と

してもきちんと一定の結論が出るまで支援をすると

いうところの意思表明という部分もあるかと思って

おります。 

○玉井美樹子委員 公共性が高いということで、その

ままにするとか、期間内とか抜きにして、利用者と

働いている人を守りたいというふうなことで、公共

性という意味では一定理解できなくもないところは

ありますけど、手だてはもう少し具体的に考えられ

るほうが、公共性という意味ではね、お金を投入さ

れるということであれば、そこは併せて考えるべき

かなというふうに思います。 

  そもそもなんですけど、運営とか経営が介護の施

設で立ち行かなくなるっていうことって、介護保険

制度そのものに私は問題があるというふうに思って

ます。報酬で成り立っていくものですし、物価高騰

に対応もしてないし、介護報酬の決め方そのものが

一番立ち行かなくなる原因ちゃうかなというふうに

思ってます。その問題があるということを考えれば、

人材確保も含めてそうですけど、そもそも制度に問

題があるというふうに私は思ってるんですけど、そ

の辺りはどのようにお考えですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 委員おっしゃるとおり、

我々も国のほうに再三、要望を上げております。そ

れは何かといいますと、労働に見合った報酬が得ら

れるような報酬体系になっていないと、今後、高齢

者を支えていくサービスというのは必要性を増しま

すので、担い手がいなくなるっていうような現状が

今徐々に起こってるっていうところがあります。 

  特にこの近年、物価高騰っていうのが起こってな

かって、コロナ中から物価高騰、人件費の高騰って

いうことで、今までの想定にないような状況になっ

ているにもかかわらず、介護報酬というのは３年ご

とにしか上がらない。その中でも、物価高騰を見据

えたような金額の報酬になってないというところは

我々も危惧しておりまして、今回の本会議でも熱中

症対策であったりとか、様々な問題を御要望いただ

いてますけども、そういうものを介護報酬で賄える

ようなものになっていないと、事業として成り立ち

ませんので、そういうところは報酬で見ていくべき

ものと考えております。 

○益田洋平委員長 質疑の途中ではありますが、暫時

休憩いたします。 

（午後０時５分 休憩） 

（午後１時10分 再開） 

○益田洋平委員長 分科会を再開いたします。 

  引き続き、質問があれば、受けることにします。 

○玉井美樹子委員 市内にはほかにも介護老人保健施

設があると思うんですけど、全国的には老健の運営

って厳しいのかなというふうに思ってるんですけど

も、そのような実態はどのようにつかまれてますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 市内の民間の老健の経営

状況というのは、老健単体での収支がつかみにくい

もので、なかなか把握が難しいんですけれども、全

国的な傾向といたしましては、令和５年度時点で、

３割ほどの団体が赤字と聞いておりますので、今、

委員御指摘のように、老健の業界自体が厳しい経営

状況にあるものと認識をしております。 
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○玉井美樹子委員 ということは、老健単体で見ると

いう感じではないのかなという理解なんですね。大

体が医療法人と一緒にやってるのかなというふうに

思うんですけど、その理解でよろしいでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 御指摘のとおりでござい

まして、全国的には７割５分ほどが医療法人が経営

している団体と聞いております。 

○玉井美樹子委員 ということは、それにもかかわら

ず、そもそも今の国の設定の報酬で運営していくい

うのが、非常に単体だけでやるいうのは厳しいとい

うのは、現実として制度の下ではあるのかなという

ふうに思います。 

介護報酬も、在宅復帰の率が高いことによって加

算をされていくという仕組み上、老健施設で大体３

か月から６か月めどかもしれないけれども、本当に

このままの生活状況の中で在宅復帰で豊かに過ごせ

るのかとか、そういったことを考えれば、復帰だけ

じゃなくて、ここでもう少し受け入れていこうとか

があると思うんですね。そういったほかの施設での

受入れ困難者とか、在宅復帰したいけれども、そこ

まではいかないというような人とか、ここで過ごす

ことが望ましいというような方の受入れをしていく

っていう、本当に制度上しんどい運営を余儀なくさ

れるっていうのが私は老健施設なんじゃないかなと

いうふうに思ってるんです。だからこそ、制度が整

う前から公共性の意味を感じて、市は設置をしてき

たのかなという理解をしているんですけど、その理

解でよろしいでしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 老健の役割としては、本来

保険者的な要素もあるんですけれども、できる限り

元気に在宅でお過ごしいただきたいというところで、

在宅支援という部分で、在宅で過ごしやすいように

っていうことを少しでも施設で訓練して、動きやす

い体で帰っていただくということが目的になってま

すけれども、一定老健の中では認知症の昼夜逆転し

たものを生活リズム整えるというようなところも担

っていると聞いてますので、そういった役割という

のは大きく寄与しているものと思っております。 

○玉井美樹子委員 今おっしゃったように、午前中の

議論の中にもありましたけど、吹田の介護老健が認

知症の方を受け入れてきたっていうことを考えたら、

認知症の方が在宅復帰していこうと思えば、それな

りにハードル高いと思うんですね。そうなったとき

に、在宅復帰でしか報酬は上がらないという体系で、

何とか会計改善していこうと思えば、在宅復帰率を

上げていこうということになると思うんですけど、

それがなかなか追いついていかへんっていうのが、

そもそもの制度のしんどいとこやなって改めて思い

ますし、もともと市民病院がそばにあったときは、

医療連携っていうのがもっとあったなのかなという

ふうに思ったら、そこも厳しくなってきた要因の一

つかなというふうに思うんです。 

  市民病院が新しくなって、リハビリが充実したよ

うには見えますけど、みんながみんなそこで受ける

リハビリがいいというわけではないというふうに思

うので、私はお金を投入するだけじゃなくて、もう

少し市民病院との連携をどうしていくんかみたいな

んを、公共性がどちらも高いという意味ではもう少

し探っていくべき方向性ではあるんじゃないかなと

いうふうに思ってるんですけど、その辺りはいかが

でしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 もともと市民病院は公共性

が高いので、そういった連携というのは今も取らせ

ていただいているというところでございます。 

  ただ、介護老人保健施設の入所そのものが利用者

の契約に基づくものということで、御家族、御本人

の意向というところもあります。その選択肢として

老健の契約に至らないということで、今、入所が落

ちているものと思っております。 

○玉井美樹子委員 もちろんそうなんですけど、入所

を促すために病院との連携だけじゃなくって、選択

肢の中に入ってくるような取組みたいなのは積極的

に果たして、公共性という意味では、今後、恐らく

高齢者が増えてくるっていうふうになったときに、

受皿として、必要性も含めて在り方を検討していた

だきたいと思っています。 

  ほかの委員さんが要求された資料を見せていただ

いて、職員の平均給与というのが出されてたかなと

思うんですが、国が示している、働いている人の処

遇状況調査の結果よりも、吹田の老健の平均給与額
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が高いというのは、他産業から比べて低い介護の職

場において、職員の処遇を独自で努力をされてきた

結果なのかなと理解しているんですけど、それでよ

ろしいでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 老健の給与につきまして

は、もともと公務員の給与制度に近い給与でスター

トしたというところがありまして、一定経営が苦し

くなった段階でベースアップのストップとかはして

いるんですけれども、今おっしゃっていただいたよ

うに、ほかの介護職の方が非常に厳しい給与状況に

置かれている中で申し上げますと、一定地域性とい

うところもあって、都市部だからというのももちろ

んあるとは思うんですけれども、高い給与にあると

いうところでございます。この給与があるからこそ

老健に長くいてくださってる方が多くおられるとい

うのも事実であろうかと思います。 

○玉井美樹子委員 ということは、もともと給料表を

市と同じように参考にしてつくってこられたってい

うことはあると思うんですけど、それをそのまま生

かしてきたことが、長く定着支援になったという理

解でよろしいでしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 民間の事業所に従事してお

られる方のお話を聞く中では、報酬そのものが低く

て、御家族を養っていくにおいては報酬が上がって

いかず、なかなか勤めにくいので転職されるという

声も多々聞くので、一定介護報酬で賄って従業員の

給料が上がるようにしていくべきと思っております。 

○玉井美樹子委員 ですから、そもそもつくられてい

る不十分な制度と、ベースアップに転化していきに

くい報酬体系と物価高騰にも見合ってないというよ

うな制度が追いついてないというか、現場の努力だ

けで賄っていきなさいっていう仕組みそのものが、

こういうことを招いてるんかなというのは改めて思

います。 

そういう意味では、これまで平均的に給与を少し

高く設定して、ベースアップを止められたりとか対

応されてますけど、その中でも他産業と比べて落ち

ると言われている給与を、一定維持して定着させて

くるということは、利用者のサービスを守るという

ことにつながってきたんじゃないかなと思ってるん

ですけど、その理解でよろしいでしょうか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 長く勤めていただくという

ことになりますと、それだけ経験を積む、スキルが

上がるということになりますので、職場の安定にも

つながると思っております。 

  そういった中では、定員数がありますので、収入

の上限がある中で経営していくとなると、どうして

も給与の上限というのが出てくるのが、今の民間も

含めての状況かと思っております。 

  その部分も踏まえて介護報酬っていうのが計算さ

れて、報酬に反映されるべきと考えております。 

○五十川有香副委員長 まず、老健の施設の方々は受

入れの患者の方々と日々向き合っていただいていて、

超高齢社会において高齢者の施設というのは包括ケ

アシステムをしていくにおいても、一定必要だなと

いう認識です。 

  施設を建ててまだ33年程度の状況と認識している

んですけれども、先ほどの委員さんとのやり取りで、

２点ほど確認させてほしいんですが、全国的に見た

ら自治体が運営している割合が３％ということで、

こういった公的な支援をしているところはないとい

うような御答弁だったんですけれども、実態として、

自治体が運営している３％のところは、ほかはこう

いった公的負担は実際されていないという認識でい

いんでしょうか。ほかもいわゆる介護報酬の中でや

ってねと。要は、財源については自立してねという

やり方をされているという理解でいいんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 先ほどの答弁で申し上げ

させていただいたのは、調べたんですけど見つから

なかったというところで、必ずしもなかったという

ことが確認できたわけではないので、あるかもしれ

ないんですけれども、実態として老健に対しての公

的資金の投入というのは、調べた範囲ではなかった

ということです。 

○五十川有香副委員長 分かりました。あくまでそち

らが調べた範囲でってことですね。 

  あと、老健のそもそもの目的ということもいろい

ろとやり取りされてましたけれども、在宅復帰はも

ちろんのことですが、この2017年に改正されたとこ

ろで、先ほど室長からも在宅支援という言葉を言わ
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れてると思います。 

  その中では、老健とはっていういろんな説明の資

料とかも読ませてもらってる中で、最終的に看取り

をするっていうところも在宅支援ですということを

うたってると思うんですが、その認識は合ってます

かっていうのと、看取りに関して何か介護報酬の加

算というのはついているのか教えていただけますか。 

  実際、老健でそういった看取りもされているのか

教えてください。 

○竹本和倫高齢福祉室長 制度当初と比べて、施設に

入られる方っていうのが御高齢でいらっしゃるって

いう現状がありますので、今現在の老健の中でも、

一定看取りというような役割を担っている部分はも

ちろんあります。 

○坂野奈々高齢福祉室主査 老健につきましては看取

りを行っておりまして、ターミナルケア加算を取得

されているとお伺いしております。 

○五十川有香副委員長 分かりました。なので、先ほ

ど来の必ず家に帰るっていうところ、いわゆる在宅

というのではなくて、そういったことを繰り返しな

がら最終的にターミナルケアっていうところが老健

になるということも十分考えられるという認識でい

いですね。そういった長い方も実際いらっしゃると

いう認識で合ってるということですね。 

  先ほど来、様々な委員さんからも御指摘はありま

したが、一定施設というところの重要性であったり

とか、本来であれば平成21年の在り方を検討した後、

例えば５年に１回は検討していくこととかをしてい

れば、今この状況に当たってこれからしますってな

らなくてもよかったんかなというのは私も思うとこ

ろです。 

  令和６年度の監査報告書を読ませてもらってるん

ですけれども、報告書は令和７年４月に表に出てる

んですけれども、これを読ませてもらったら、この

時点で既に監査委員の指摘から、経営状況が厳しい

というところと、こういった抜本的な経営状況の改

善のためには恒常的に施設の利用率を上げていく必

要があり、そのための具体的な方策を早急に検討し

てくださいという御意見があるんですね。少なから

ずとも私たちが見ることになったのは４月なんです

が、４月から９月定例会に当たって提案になるまで

はどういった検討をされたのかお答えください。 

○竹本和倫高齢福祉室長 入所を増やすというところ

で、いろいろな切り口、ケアマネジャーとか病院と

か、もちろん市民病院もですけれども、そういった

次の入所の受入先、患者支援ということで入所して

いただくようなアプローチをさせていただいたとい

うことで聞き及んでおります。 

○五十川有香副委員長 それと、事業団さんの経営状

況とかそういったことを報告されている理事会とか

評議員会とか、そういった会議体も一応ホームペー

ジで分かる範囲で私も調べさせてもらったんですが、

そこには今、室長が言われた、そういったことを対

応していかないといけないよねとか、意思決定をさ

れているというのは議事録には載ってないんですね。

協議があった後に、令和７年度の予算等についても

決定されたとか、そういう議事録なんですよね。 

  でも、外郭団体のあり方に関する指針を見てます

と、しっかりと情報公開の部分では経営の透明化を

図ることというところも書いている中で、もう少し、

それまでの状況を私たちしかりですが、市に対して

も情報提供していただいてたら、もう少し早めに、

こういうのどうしたらよかったかっていうのが出て

きたんじゃないかなって思うんです。その点は具体

的に私らが見える会議録には載ってないんですけれ

ども、そちらには具体的なこういった監査の指摘に

対して僕たちはこう考えてるとか、今、一例で令和

６年度を出しましたけど、その前の監査とかでも出

てることがあるかと思いますので、そういったこと

の情報のやり取りというのは、具体的にはどのよう

にされていたのかお答えいただけますか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 指定管理の評価の部分でも

ありますし、都度、我々は介護老人保健施設のほう

でどう対応していただいているのかというのは情報

共有はしているんですけれども、今おっしゃられた

ように、議事録としてオープンになっているような

ものがないというのは、今現状、副委員長がおっし

ゃられたとおりかと思います。 

○五十川有香副委員長 であれば、そちらの担当レベ

ルでのやり取りという理解でよろしいですかね。 
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  それに関する市と事業団との協議の場の会議録と

かそういうのはないという理解でよろしいですか。

その都度、担当への情報共有という感じですか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 まず、１点は理事の中に

市の職員も入っておりますので、その中で議論の要

旨というのは、理事となっている市の職員には開示

はされてるとか、その場にいらっしゃるということ

になっております。 

  ただ、議論の中身が予算であったりとか、かなり

広い部分がありますので、全てをその方が把握でき

るかというとなかなか難しい面がある中で、定期的

に情報共有はさせてはいただいておるんですけれど

も、議事録が開示されるとかそういう仕組みにはな

っていないというところでございます。 

○五十川有香副委員長 今回こういったこともあって、

いろいろ調べさせていただいている中では、もう少

し事業団の情報開示があってもよかったなというと

ころは指摘させていただきたいですし、職員が中に

いたということであれば、外郭団体の在り方の指針

をつくられてる側なので、そういった点がなかった

のは、市の責任は非常に重たいんちゃうかなと改め

て思っています。 

  あくまで、今回指定管理者ということですから、

公的な市の事業として、一財の団体さんにやってい

ただいてるというような認識ですので、一つの民間

に対する補助じゃないというのは私も理解はしてい

ます。 

  ただ、事業の運営の件に関して、市職員が理事で

入っていて、理事で様々な立場の方々もいらっしゃ

るっていう中で、結果的に利用率上げること以外は、

今回まで何ら改善の手がなかったっていう点は、非

常に残念だなと思っています。 

  ただ、必要な公的支援というところで、今回

9,000万円負担しないといけないというところは理

解はするんですけれども、9,000万円の妥当性がど

うかというところで、るる、ほかの委員さんからも

指摘はありました。例えば、職員体制についてです

けれども、令和５年８月の選定委員会の議論である

委員さんが平均在職年数が13年４か月で高いと。け

ども、令和４年度の離職率は高いという指摘があり

ました。 

  ほか、手元で頂いてる資料で人数とかも見てると、

現状、職員の方々の年齢というのは高くなっている

ということでよろしいんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今、手元に平均年齢とか

がぱっと出てこないんですけれども、実際、退職さ

れる方が増えておられるということもありますので、

施設の開設当初からいておられた方も徐々に年齢を

重ねておられるので、平均年齢は上がっているもの

と認識しております。 

○五十川有香副委員長 一方で、離職率が高いってい

うところも課題として指摘されてるんですけど、そ

れはどういう理由かというのは御存じですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 吹田市介護老人保健施設に

限ってということではないんですけれども、24時間

365日、介護をしている施設でもありますので、夜

間の勤務の負担であったりとか、あとは認知症の高

齢者に対する対応の難しさ、そういったところが離

職につながっているものと考えられます。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  財政の管理のことも指針の中であるんですけれど

も、財政管理のオですけれども、外部の専門家によ

る監査を活用するなど監査体制の強化に努めること

っていうことがあるんですが、そういったことは今

後検討するに当たって必須じゃないかと思いますが、

その点いかがお考えですか。 

○坂野奈々高齢福祉室主査 特段、そのために外部の

委員を監査で雇用するということは現時点では考え

ておりませんが、２年目と４年目に第三者モニタリ

ングを行っておりまして、財務に関する委員に参画

いただいております。 

○五十川有香副委員長 であれば、令和６年度からや

から今が２年目ですね。令和７年度に今後、それを

されるという理解でよろしいですか。 

○坂野奈々高齢福祉室主査 今年度、運営２年目の第

三者モニタリングを開催する予定になっております。 

○五十川有香副委員長 モニタリングはいつされます

か。 

○坂野奈々高齢福祉室主査 来月、開催予定になって

おります。 
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○五十川有香副委員長 今の状況について、運営費も

含めてモニタリングされるという理解でよろしいで

すかね。 

○坂野奈々高齢福祉室主査 その理解で結構です。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  先ほど、全国的な傾向はどうですかということで、

ほかの委員さんからありましたので、それは抜きま

すが、大阪府内に３か所、同じく一般財団法人で経

営をされているって聞きましたが、どこか教えてい

ただけますか。 

○外山雄一郎高齢福祉室主幹 箕面市、高石市、富田

林市です。 

○五十川有香副委員長 それぞれ指定管理先は、どこ

が運営しているか教えていただけますか。 

○山際順一高齢福祉室参事 箕面市のほうが社会福祉

法人社会福祉協議会が運営されております。富田林

市につきましては一般財団法人富田林市福祉公社、

高石市につきましては一般財団法人高石市保健医療

センターが運営されているということで認識してお

ります。 

○五十川有香副委員長 高石市も同様に一財でやって

るけれども、経営が赤字やということで、高石市議

会で同じ９月定例会に提案されていると聞いており

ます。 

  その中で、市の取組として、こういった赤字に対

しては、ここは老健の施設事業と診療センター事業

と母子保健センター事業ということで三つ事業され

てるんですけれども、その中で運営コストの見直し

をしますと、吹田市も一緒かもしれませんが。新た

な利用者の獲得策ということと、施設の一部を多目

的利用に転換っていうような、こういった経営改革

プランを策定して実行して、市も一緒になってやっ

ていきたいみたいなことを考えておられると聞いて

います。 

例えば、今までお話ありましたが、今までの中に

ないって言ったら、新たな利用者の獲得とかという

のは、いわゆる施設の一部を何か違うのに転用でき

ないかっていうところとかも考えられるのかなとい

うのは高石市さんの事例を見て思ったんですけれど

も、その辺りは先ほど来の答弁にはなかったんです

が、そういった考えというのは、今後のその在り方

の中に候補として入れられるもんなのか、もし今分

かれば教えてください。 

○竹本和倫高齢福祉室長 外部からの訪問については、

コロナの感染症の絡みがありまして、結構施設とし

てはシビアな状況になってるっていうのが今現状、

我々が把握しているところでございます。 

  おっしゃられるように、これから在り方を検討す

る中で、もし、存続の方向性ということであれば、

いろいろな社会的な役割というような中で、今副委

員長がおっしゃっておられるような、何か入所につ

ながるような手だてというのは考えていくものと考

えております。 

○五十川有香副委員長 ほかの市のそういった事例も

ぜひ参考にしていただきたいなと思います。 

  協力医療病院が３病院、ホームページ上で提示さ

れてましたけれども、具体的な協力体制というのは

どのようにされているのか、改めてお聞かせくださ

い。 

○竹本和倫高齢福祉室長 協力医療病院につきまして

は、老健施設に入所されている入所者の方が御病気

になられた際に搬送される、協力していただく病院

と認識しております。 

○五十川有香副委員長 先ほど来、職員の体制のこと

も見せていただいてますけれども、気になるのが、

実質100％受け入れられるような職員体制とするべ

きですけれども、例えば、辞めたりとかそういった

事情で職員体制が整っていないから、受入れ自体が

実質７割ちょっとになってしまっているとか、そう

いったことはないんでしょうか。その点はいかがで

すか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 吹田市介護老人保健施設の

担当者のほうに確認しておりましたけれども、100

人の定員を受けられるような人員体制は整ってると

いうことでございます。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  先ほど玉井委員からも御指摘ありましたし、ほか

の方もあったかもしれませんが、施設の位置的な実

情というのは非常に大きいんじゃないかと思います

が、例えば市民病院が移転したときに、老健どうす
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るとか、そういったことはもう全く考えに及んでい

なかったのか、一定検討したけど、このままってい

うことなんか、その点をお聞かせください。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 全ての議事録をまだ読め

たわけではないんですけれども、当時のことを知る

職員の方に聞いた範囲でいいますと、市民病院の移

転そのものが国循の誘致に絡んでというところで、

老健については議論の中で、あまり取り上げられて

なかったのではないかというようなお話は聞いてお

ります。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  ほかの資料も読ませてもらうと、先ほど来ありま

したが、在宅復帰率も高く、100人の受入れ体制と

いうことで、比較的職員さんたちのノウハウとか、

そういったスキルは研修とかもされてますし、とて

も頑張っていただいてるんだなというのは事業報告

書から分かります。 

  今こういう議論をしている中で、情報が現場にど

のように伝わっているのかってのは非常に懸念して

いるという点もあるんですけれども、その辺りは具

体的には市からお話をされて、現場の職員さんには、

今現状、いつの時点でどういったところまでお伝え

されてるということなんでしょうか。確認させてく

ださい。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 ちょうど今週になります

けれども、事業団のほうに私と室長と山際参事の３

人でお伺いさせていただきまして、まず、こういう

形で9,000万円の支援の補正予算を今計上している

という旨と、議案参考資料も公開資料ですので、そ

れもお見せしまして、市の考え方も今ここでお伝え

させていただいたような形で、同じようなお話をし

たところでございます。 

○五十川有香副委員長 提案説明でしたような内容を

説明しているということですね。 

  今週ということですから、現場の職員の方々にも

伝わっているのかなと思いますが、気になるのが、

先ほど早くっていう委員さんもいらしたんですけれ

ども、私としては今ここに暮らしている人がいるっ

ていうところを見ると、今言ったような在宅支援の

機能でやっておられると。また、令和６年度に吹田

市、議会も含めてですけれども、こちらの財団を指

定管理者として選んでいる５年間という状況から、

監査委員さんの指摘などもあったので、突然これが

起こったっていうことでは決してないです。 

なので、どういうふうにしていくかというのは慎

重に、また最終的には市の政策会議とかで決まるか

もしれないですけれども、先ほどの全国の状況だっ

たりとか、他の自治体でどのように工夫されている

のかとか、そういったことをしっかり見た上で、超

高齢社会の中で、福祉施設の在り方、サ高住が増え

ている現状とはいえ、法人として違うところが運営

している中で、公的な支援として、ここをどこまで

市としてやるかというのは非常に重たい、重要な案

件やと思うんですね。 

  その認識の中で、正直、４月に既に指摘されてい

たことを今に来て、まだ何もないんかいっていう御

指摘もしかりなんですが、しっかりと透明性を確保

して、決定に至るまで十分に議論をしてほしいです

し、検討してほしいと思うんですが、その意見に対

していかがでしょうか。 

○梅森徳晃福祉部長 先ほどたしかできる限り早くと

いう御説明をさせていただきました。ただ、我々と

しても、老健の在り方の趣旨を把握していくってい

うのが大事だと思ってますし、だらだらと意見を講

じて、検討を延ばそうとも思っておりませんので、

そこはしっかりと判断しながら進めていきたいと思

っております。 

○五十川有香副委員長 だらだらというのはどれにつ

いても一緒ですよね。なので、外郭団体のあり方に

関する指針を読んでも、自主財源の確保とあります

けれども、これまでは介護報酬の中で比較的努力さ

れていたなというのは事実としてあって、ただ、経

営状況のやり取りが見えないっていうところは、事

業団にとっても、改めてそういったことにはぜひ気

づいてほしいなと思います。かといって、いきなり

これでなくして、何億払ってというのは、経営の状

況に対しても、もうちょっと努力できる部分がほか

にもあって、吹田市としてさっきから言ってはった

認知症に関するっていうところも、認知症対策なん

てかなり大事な部分ですし、第９期の高齢者保健福
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祉計画ですか、そこにも認知症の対策について書か

れてると思うんですよね。そういったところの部分

について、市としての高齢者施策の在り方にも関係

してくるんちゃうかなと思うんですけど、その点は

いかがですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 副委員長のおっしゃるとお

り、この施設を踏まえての吹田市の高齢者保健福祉

計画になっておりますので、そういった中では吹田

老健というのは一つの役割を担っていたというよう

な認識でございます。 

○五十川有香副委員長 だと思いますし、実際、なぜ

吹田市が制度の前からやってきて、今までに至るの

かっていうところは、本来だったら、先ほど来委員

さんが御指摘されたように、もっと前に分かってた

んじゃないかとか、私も監査報告書で指摘させても

らいましたけれども、そういった時点で、もうちょ

っと修正できたんじゃないかって思います。 

今回、運営費としての必要性は理解はします。た

だ、これをやめることが先立ってるような形の雰囲

気については、その在り方をしっかりと考えていた

だきたいというところは意見にしておきますので、

よろしくお願いいたします。 

  なぜそれを言うかっていうと、これまで私たちも

しかりですが、外部委員さんも入られて議論をして

きても分からなかったっていうところがありますの

で、そういったところは行政の監視の視点でも、財

団さんの責任っていうよりかは、監査の部分も含め

て市の責任として指摘をして、しっかりと市として

どうしていくか、公的支援の在り方というのは考え

ていただきたいと思いますので、よろしくお願いい

たします。 

置いておきます。 

○林 恭広委員 再度質問させていただきます。 

  先ほど、５月定例会でお配りいただいてます議案

書の中の令和６年度決算書によると、令和７年の３

月31日時点の話ですけれども、貸借対照表の固定資

産の項目にあります基本財産有価証券っていうのが、

当年度で7,918万円残ってたんですけど、細かく見

ていったら国債だと思うんですけど、今現在は国債

有価証券というのはどうなってるんでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今現状で申し上げますと、

資金難の中で令和７年度に入って、国債はもう売却

をしてしまって、現金化をしているというのが現状

でございます。 

○林 恭広委員 その現金化したものも、今使ってい

ってるというようなイメージでいいんですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○林 恭広委員 本会議でも副市長とかからお話あっ

て、今回の委員会の中でも話がありましたけども、

事業団ができた当初、平成４年のときからこの事業

団が先駆的な役割を果たしてきて、市に道義的な責

任があるんだよというのは理解できたんですけど、

事業団設立の当初に、出捐金が２億円あったと思う

んですけど、それは今どういうふうになってるんで

しょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今おっしゃっていただき

ましたとおり、出捐金２億円は市から支出をして外

郭団体として事業団を立ち上げてるんですけれども、

平成25年に１億円は基本財産のほうから取り崩して、

退職手当引当資産のほうに一旦計上しておりまして、

そこから１億円という形であったんですけれども、

それを先ほどおっしゃっていただいたように、国債

で運用してきたというところなんですけれども、現

状、それも取り崩して現金化しているということで、

出捐金もほとんどはもう今残っていないというよう

な状況になっております。 

○林 恭広委員 平成25年でまず１億なくなったんで

すよね。であれば、出捐金って資本金とかそういう

ところなのかなと思うんですけど、最後の最後に取

り崩すようなお金が、平成25年にまず１億取り崩さ

れて、今完全に取り崩されたというような状況とい

う認識で間違いないですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 経緯としては今おっしゃ

っていただいたとおりでございます。 

○林 恭広委員 議事録を見ていると、平成30年度に

この事業団が指定管理者になるタイミングがあった

と思うんです。そのときには、この事業団自体をど

ういうふうにしていくかっていう在り方を再検討す

るべきやっていうような意見も飛んでたんですね。
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平成30年度にはそういう話もあった中で、これまで

市としてどういうふうに在り方の再検討をされてき

たのか教えてください。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 在り方検討というのは、

委員会を立ち上げてということになりますと、平成

21年になるんですけれども、指定管理の更新のタイ

ミングでは、今後５年間この施設が必要か、あるい

は事業団が５年間それに耐え得るかというようなと

ころは適宜に議論しながら進めてきたというところ

でございます。 

○林 恭広委員 在り方を再検討するところまでいっ

ておられなかったのかなと思っています。指摘され

てた方は今この場にもいらっしゃらないし、議員で

はない方でありますから、話はどこかに行ってしま

ったのかもしれないですけど、でも、議場で間違い

なく残っていた内容なので、そういう指摘はあった

にもかかわらず、動きっていうのができてなかった

のかなと思っていますので、これは意見ですけれど

も、お話しさせていただきました。 

  その上で本会議では、急激な収支悪化は予測困難

だったっていうような御答弁もありましたんで、実

際には先ほどの五十川副委員長のお話もあった監査

委員からの指摘の中でも、本会議でもお話ししまし

たけど、平成28年度以降は純資産も減少し続けてる。

平成25年度には今のお話のとおり、出捐金１億円な

くなっていった。在り方の再検討というのをどうい

うふうにしていくんやという話もあった。委員会内

でも今お話ありましたけども、介護報酬制度ってい

うもの自体が、室長のお話にあったように、実態と

即してないっていうようなお話を分かっておられる

上で、さらにこの事業団というのは土地や建物って

いうものも、自分たちで持っているわけじゃないか

ら、最終的に資金に充てられることもできないとい

うような状況を市は把握していたはずなんですね。 

  そういう状況なのに、急激な収支悪化は分かりま

せんでしたっていう御答弁を頂いていたので、それ

は違うのかなと思うんですけど、その認識というの

はどうお考えでしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 経営状況が事業団の経営

がずっと赤字傾向で苦しいというところは、当然市

としても認識をしておりました。本会議の御答弁で

申し上げた趣旨としては、令和４年度時点で先ほど

ありました補助金が多少というか2,000万円弱入っ

てたとしても、単年度収支が400万円ぐらいでした

かね。少しの赤字で済んでいる中で、選定をしてい

るというところと、コロナの影響で短期入所とか訪

問であるとか、長期入所以外の方に対しては利用者

の方が減ってたというところがあって、コロナが明

ければ回復すると見込んでた部分もあります。コロ

ナの影響、それとコロナが明けた後に社会状況がど

う変わるかというところが予測ができなかったとい

う部分で、令和５年度、令和６年度がそこまで入所

率が下がって経営が悪くなるというのは想定ができ

てなかったという趣旨でございます。 

○林 恭広委員 過去の話じゃなくて、直近の話で急

激に収支が変わったっていうことは予測できなかっ

たっていうことを理解してたらいいんですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 委員おっしゃるとおりで

ございます。 

○林 恭広委員 ただ、過去からも指摘されてたと思

うので、そこはどういうふうに見立てておられたん

でしょうか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 指定管理が５年というこ

とがありますので、先ほど何度か申し上げましたけ

れども、指定管理を更新するタイミングについては

この経営状況も踏まえて、今後５年間、吹田老健が

公的施設として必要か、あるいはそれが事業団にと

って耐えられるかというところは、適宜、確認をし

ながら進めてきた部分でございます。 

○林 恭広委員 分かりました。 

  議案参考資料によると、今後の予定として、年度

内にお金を入れて在り方検討して、パブコメを取っ

てっていうような動きをされようとしているんです

けれども、もうちょっと早めることというのは、例

えば年内にすることができるとかっていうようなお

話にはならないんですかね。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 先ほど五十川副委員長の

ほうからもありましたけれども、一定、福祉施設の

今後の大きな在り方を決める部分につきましては、

今の現状のこの経営が苦しいというところももちろ
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ん重く受け止めながら、後々までそれが正しい選択

であったと言えるようなところまで、何とかきっち

り丁寧に進めていきたいという思いも片方ではあり

ますので、そこについてはこれ以上早めるというの

は、担当としては難しいと思っております。 

○五十川有香副委員長 施設のほうで市の事業も展開

されてると思うんですけど、今開放されてる事業で、

具体的に老健を活用されてるものだけ、確認のため、

教えていただけますか。 

○坂野奈々高齢福祉室主査 地域と連携して行ってい

る事業といたしまして、認知症サポーター養成講座

ですとか、回想法ボランティア養成講座などの開催

がございます。 

その他の事業といたしまして、地域支援講座です

とか、認知症サポーターフォローアップ講座、認知

症カフェ等がございます。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

資料を頂いたケアプランデータ連携システムのほ

うでちょっと質問をさせてもらいます。 

  この事業、いつまでに申込みが必要になりますか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 府への実績報告が１月末

までとなっておりますので、１月中旬頃までに事業

者様から交付申請をしていただきたいと考えており

ます。 

○五十川有香副委員長 率先して事実上導入された事

業所が今41件あるということですけれども、率先し

て導入された事業者へのヒアリングというのはされ

てますか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 全ての事業所様にお尋ね

をしたということではないのですけれども、既に連

携システムを導入された事業所様からはお声を頂い

ております。 

導入当初の事務負担ですとか、難しさというもの

はあるけれども、そこを乗り越えると便利なものだ

というお声を頂いております。 

○五十川有香副委員長 資料でも示していただいて、

先ほどの委員さんとのやり取りでもありましたが、

期待の効果という形で、２万1,000円が来年度から

かかったとしても、事実上、今印刷費とか郵送費と

か交通費とかかかってる分が減るよという、いわゆ

る経費の削減効果が書かれているんです。 

私たちも様々な介護事業所さん等からもお声を頂

いてる中で、御存じだと思いますけれども、例えば、

居宅介護支援事業所とかサービス事業所とかが隣に

ある施設っていうのもたくさんあるかと思います。 

  逆に言うと、そういうところはそういった資料を

持っていくのと同時に、そこでケースカンファレン

スをされたりしていると。なので、あくまでこの資

料に示されている、まずは一つの事例であって、事

実上そういった事業所に対しては、経費が増えるだ

けというお声もあるんですね。そういった声につい

てはいかがお考えですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 今御指摘のありましたよ

うに、直接、お顔を合わせてカンファレンスをなさ

るタイミングで、ケアプランを紙でやり取りをされ

るという実態があることは認識しております。 

  このケアプランデータ連携システムは、あくまで

異なる介護ソフトを利用される事業者さんの間での

データ連携をオンラインで行えるようになるといっ

たシステムですので、もし、連携システムを活用せ

ずに紙媒体で行うことができている事業所様であれ

ば、それでも続けていただいてもいいと思うんです

けれども、あくまで隣接していない事業所さんであ

ったり、異なる介護ソフトを利用される事業所さん

同士のデータ連携の際に活用いただけるように、一

つの手段として連携システムを導入いただきたいと

考えております。 

○五十川有香副委員長 一つの手段ということですが、

それであれば、このケアプランデータ連携の必要性

っていうのがどの程度あるのかっていうふうに思い

ます。 

  具体的にこれらネットワークの適用を増やしてい

って何をしていきたいのかというのは、いかがです

か。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 この連携システムは多く

の事業所様が一斉に導入してくださることで、ケア

マネジャーの事業所様だけではなくて、全ての居宅

サービス事業所様の業務負担、事務負担の軽減が見

込まれるものでございます。 

  また、今後の介護情報基盤の整備に向けて導入が
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必須になってくると思いますので、今のこのフリー

パスキャンペーンが行われているこの機に導入して

いただきたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 今のお言葉では導入は必須に

なってくると思うという御意見でしたけれども、そ

れはどこからそのように思われるんですか。これは

任意ではないんですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 ケアプランデータ連携シ

ステムの導入を含む介護情報基盤の整備については、

今のところ、令和９年度末までに、全市町村で実施

を行うとして国が方針を示しているものでございま

す。副委員長のおっしゃったとおり、今現時点では

ケアプランデータ連携システムの導入自体は義務で

はございませんが、追って必須になってくるもので

はないかと見込みますので、フリーパスキャンペー

ンの時期に、皆さんが事務負担の少ないタイミング

で導入していただきたいと考えております。 

○五十川有香副委員長 それであれば、今言ったよう

な事例のところは正直、事務費がかかってしまうん

ですね。であれば、導入時だけのこの府の予算を活

用した補助だけじゃなくて、ほかの委員さんからも

ありましたけれども、来年度以降のこのライセンス

料っていうのを、介護報酬でというのは国がやるこ

となので、一定市として補助っていうのを検討する

というのは必要だと思いますが、その点いかがです

か。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 現段階で府の補助事業が

来年度実施見込みであるという情報が入っておりま

せんので、あくまでも今年度限りの事業として実施

したいと考えております。 

○五十川有香副委員長 それは大阪府であって、吹田

市独自というのは考えられないんですか。 

○下村知生高齢福祉室参事 今回御提案させていただ

いているのは今年度のお話でありますが、今後、国

の大きな動きを見据えながら、市としてできること

については十分検討していきたいなというふうに思

っております。それには事業所様の御意見もお聞き

することもありますし、こちらのほうもいろいろ検

討していかなきゃいけないと思うんですが、そこは

十分に検討していきたいというふうに思っておりま

す。 

○五十川有香副委員長 既に率先して入れられた41事

業所に対しての支援や加算に、この１万5,000円と

いうのは入ってないと思います。 

  今回入っていないけれども、別途こういったとこ

ろにも支援、加算っていうのが必要かと思いますが、

その点はいかがですか。 

○糸川純枝高齢福祉室主査 今回の奨励金の交付対象

は、６月１日時点で導入をされていなかった事業所

様が対象として考えております。この連携システム

は多くの事業所様が一斉に導入してくださることで、

既に導入された事業所様にとってもメリットが大き

くなってくるものだと思いますので、導入していな

い事業所に対象を絞って導入促進を行うことで全体

の益になるつながるものと考えます。 

○五十川有香副委員長 ただ、先ほど参事から、来年

度の市独自のっていうことは、延長も含めてですけ

れども検討されるという中で、こういった率先して

導入した事業所へも、奨励金は支払われていなかっ

たけれども、先に入れていただいたところについて

は来年度も２万1,000円なり、もしくはかかる可能

性が一律的にありますので、そういったところもし

っかりと踏まえて検討というのはできると考えます

が、その点はいかがですか。 

○下村知生高齢福祉室参事 今副委員長から御指摘の

あったとおり、御意見も踏まえてですね、効果的な

支援の在り方については、今後検討してまいりたい

と思います。 

○五十川有香副委員長 分かりました。 

  どれぐらい増えるかっていうところもありますけ

れども、ぜひ先ほど来ほかの委員さんからも御指摘

ありますが、必要経費として、必須なのであれば、

国への要望というのは必要かと思います。 

  その点、これまでも要望してきたっていうことで

すけれども、具体的に市長名で、どの時点で国に対

してどのような要望をできるのか、お答えいただけ

ますか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 北摂の部分でいきますと、

市長会を経由しまして、取りまとめた内容を国への

要望というような形で、毎年、要望書を提出してお
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ります。 

○五十川有香副委員長 今後もその点はよろしくお願

いします。 

置いておきます。 

○澤田直己委員 在り方検討会議が１月にあるかと思

います。それをした後に、どのような選択肢を選ん

だとしても、早い段階で新たな予算提案が必要にな

ってくるかと思いますが、それはいつ頃を想定され

ていますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 在り方検討の結果にもよ

る部分も一定あるかとは思いますが、確定して公表

されるのが今年度中ということですので、一番早い

タイミングで申し上げますと、令和８年の５月議会

に補正予算が出てくる可能性はあると思っておりま

す。 

○澤田直己委員 恐らく今回の9,000万円を認めたこ

とによって、多分どんな案が出てきても、次の予算

も認めざるを得ないような状況になってるかと思う

んですよね。もっと狭まってくると思うんでね、方

向性がね。 

  ただ、選択肢が四つあるという中でも、さっき退

職金の、自主退職じゃないから、上乗せ分もあるっ

ていう話で、そこを僕は忘れてましたけど。そうい

うことも含めると最低でも三、四億。違う選択肢を

取ったとしても大規模改修16億プラスアルファって

いうところで、どちらにしろ費用負担というところ

は、非常に大きな費用負担が発生してきて、若干詰

んでるような感じになってるとこがあるじゃないで

すか、正直ね。 

  ボーナスであったりとか、退職金もいろんな規定

とかはあるんでしょうけどね。じゃあ、１年後にい

ろんな選択したときに、ボーナス規定どおり計算し

て、退職金計算して、満額払ってください。そこに

税金全部投入しますで、普通の市民が納得するかっ

ていう話じゃないですか。僕は到底納得されないと

思うんで。例えばそういう方向で進めるにしても、

そういうところをある程度条件にしないと、一定給

与改定とか、役員報酬のことも、数百万円ですけど

やられてるとはいえ、スズメの涙みたいな金額にな

ってますから、退職金であったりとかボーナスであ

ったりとか、そういったところにも踏み込んだ上で、

言われているようなスケジュールを進めていかない

と、到底市民の皆さんは納得されないと思いますけ

ど、その辺はどう思ってますか。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今御指摘のように、今回

その公的資金を投入する形で事業の継続を図るとい

う状況については、我々非常に重く受け止めておる

部分でございます。事業団の給与につきましては

我々が直ちに下げるであるとか、そういうこともも

ちろん約束する立場にはないんですけれども、こう

いった議会での議論も踏まえて、事業団とは今後の

在り方について協議を続けていきたいと思っており

ます。 

○澤田直己委員 そのパターンと、実質、市には道義

的責任しかないにしても、この負担金を、公金を支

出するという決断をされて、さらには追加の負担も

するっていうことはもう実質的には認めているとい

うことじゃないですか。普通の目で見たらね。とな

ってきたときには、あんまり給料の削減とか言いた

くないですけど、市長とか副市長とか関係している

部署の方とかも一定何か責任を負わないと。何回も

言いますけど、ほとんど関係のない市民の皆さんだ

け、9,000万円。はい、次、１億円、２億円とかね。

これほんまにおかしな話だと思うんで、そういうこ

とも必要になってくると思うんですけど、その辺は

どう思いますか。 

○梅森徳晃福祉部長 御指摘いただきまして、今回の

件なんですけれども、この令和６年度の決算の確定

を受けての判断ということで、このタイミングとな

ったのは本当にやむを得ないと考えております。そ

の中で、本会議の答弁のとおり、道義的責任はある

んですけれども、あくまで社会的情勢が起因するの

が私は大きいかなとは考えております。 

  例えば、経営手腕として何かミスをしたのかとか、

職務を怠っていたのかとかいうのではございません

ので、給料を下げるっていうところまでは考えてお

りません。あくまで今回は福祉サービスのための負

担金ということで考えております。 

○澤田直己委員 お金に色もついてないし、名前も書

いてないから、これはサービスのとこに使うんや言
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われたら、それはそう言えるけど、でも実質トータ

ルでお金は計算するわけやから、人件費とかも含め

て足らないっていう話なんで、今の答弁やと納得し

づらいなっていうとこもありますし、俺たちは悪く

ないけど、社会が悪いって聞こえるわけなんですよ

ね、今の答弁やと。それでもやってる民間の老健さ

ん、いっぱいあるわけじゃないですか。社会のせい

にしちゃうと、責任の所在とかが全く見えなくなる。

ふわっとしちゃうから、そこだけでもはっきりして

いかないとね。結局、責任の所在ってないに等しい

じゃないですか。誰にあるか分からないまま公金だ

けが支出されていくっていう。これはおかしな話か

なって思うんですけど、その辺はどう思いますか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 そういう意味においては

我々はいろいろな点で指摘も受けてますし、高齢者

福祉の所管として施設管理を預かってる私でござい

ますので、私の判断そのものも誤っていた部分があ

るのかもしれません。 

○朴 裕輝福祉部総括参事 今回の負担金の支出につ

いて何度か御答弁させていただいておりますけれど

も、これは事業団を救う、もしくは事業団の経営が

悪くて赤字が出たというわけではないんです。これ

はあくまで事業継続をしていくに当たって、特に、

人が人にサービスする施設ですので、その経費のほ

とんどは人件費ということで、これはあくまでサー

ビスの対価として市が支払うべき経費という部分で、

事業団の経営がここまで悪化したというところが予

想外であったというところに関しての道義的責任と

いう部分で、何か不祥事をしてとか、放漫経営でお

金がなくなったからというところではないので、そ

れは個人の責任というところではないと考えており

ます。 

○澤田直己委員 個人の責任なんか有限責任なんでね、

個人の責任なんか、誰も問うつもりは全くないです

けど、誰にも責任がないような話になっちゃってる

から、それはおかしいんじゃないのかなっていう気

はします。 

○玉井美樹子委員 今のお話の中で、誰かが責任とか

って言うんだったら、私たちも指定管理の事業者と

して指定するときに議決したわけでしょ、期間も含

めてね。審査結果も含めて提案されて、議決もして

いるわけですから、そこはちゃんと審査をしたとい

うとこも、みんなそうやと思うんですよ。 

そもそも介護報酬で運営するという仕組みでしょ。

指定管理として、市は事業者を指定しますけど、そ

もそもの運営は介護報酬でやるわけやから、国の介

護保険制度に左右されていくっていうのが今の仕組

みでしょ。じゃあ、市は何を守るのっていえば、利

用している人でしょ。そこで働く人でしょ。事業者

を指定した責任があるんだから。だから、そこをも

う少し私は明確に言うてほしいなと思うんですよ。

誰かが悪いとかそういうことじゃなくて、今の制度

の限界でしょう。報酬でやりなさいっていうのが制

度の限界や思うんですよ。３年ごとに改定するけど、

それは実際運営の実態に見合った改定が本当にされ

てるかというのは、いつも私らが言うたら、国に要

望します言いはるけど、それがなかなかなっていっ

てへんいうのが事実ですやんか。だから、全国的に

老健の施設は経営も苦しくなっているし、医療法人

が70％ということは、医療法人がそれなりの病院で

の収入と併せて運営していってるというのは事実か

なというふうに思うんですよ。 

だけど、その辺りが利用者をきちんと守るとか、

はっきり言って、投入されますよということが、働

いている人に分かれば不安になりますよね。先が見

えるかもしれへんとか。そういうところやから、今

いてはる人たちも、次どっか移動した方がいいんじ

ゃないだろうかとかね、利用者の人も。利用を考え

てた人たちも考え直そうとか、結局、そうやって悪

循環に陥らへんようにするっていうのが私は目的か

なと思って理解をしているし、何回もこういうこと

がされるいうのはよくないというふうに思いますけ

ど、その辺りが何を大事にして、何のために今回の

こういう対応を取るんやっていうのを、もう少し表

明してほしいなというのは正直思うんですけども、

いかがですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 今回の提案に至ってるのは

委員おっしゃるように、今現在利用されてる方が安

心してサービスを受けていただくということが基に

なってます。もともとは入所率というのは徐々に低
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下をしてましたけど、ここ２年間の急激な低下って

いうところまでは我々も想定してなくて、こういっ

た事態に陥ってます。 

  そういう意味では、随分前から入所率が落ちてる

というところでの手当てをしていなかったのが課題

であったのかもしれませんが、今現在の入居者の方

に影響がないようにということで、それを最善に考

えての御提案ですので、御理解いただきたいと思い

ます。 

○玉井美樹子委員 もちろん報酬で運営していくわけ

ですから、報酬改定が３年ごとにあって、そのこと

も踏まえた上でいろんな見込みが立てられていくと

思うんですね。でも、そんな中でも何とかやってき

たけれども、報酬改定が追いついてけえへんってい

うのが現実かなというふうに思うのと、施設を利用

するにしても、利用者負担もありますから、家計の

中で利用者負担ができないから利用を控える人もい

るだろうし、集団生活の中で、この間のコロナなん

かでいったら、感染症になっていって、入院してし

まったらもう戻れないとか、そういったことも起こ

ってきますよね。一旦入院したら要介護度が上がっ

てしまって老健に戻るというよりはというところを

選択する人たちも出てきますやんか。 

だから、予期せぬことが起こってるっていうのが、

報酬運営の実態やというふうに私は思うんで、もち

ろん自分たちで手当しながらもね、今の介護保険制

度の限界はこれで分かったと思うので、ぜひ、いろ

んな意味でしっかりと要望もしていただきたいとい

うふうに思いますけど、いかがですか。 

○竹本和倫高齢福祉室長 委員おっしゃるように、事

業運営するに当たって必要な報酬となるように求め

ていくっていうのが第一です。利用の状況や介護報

酬等は事業所のほうがよく知っておりますので、そ

ういう声を我々もしっかり聞いて、国には声を伝え

ていきたいと思います。 

○澤田直己委員 まず、誤解を持たれないように言う

と、別に誰か一人の個人を追求しているわけではな

いし、答弁でおっしゃったように、法人にはもちろ

ん責任がある。法的にも経営の責任はあるっていう

ことなんで、原則法人が責任は負うべきですけども、

お金がないっていう話だから、こういうような話に

なってるのかなっていうところです。介護報酬の話

云々もありましたけども、それはそうなんでしょう

けど、市やから、どのような選択するにしても、な

ぜこの選択を取ったのかっていう理由もしっかりと

説明せなあかんから、一定、期間を使ってね、検討

してとかいうのもそれは理解はできます。 

  ただ、未来が一定、見えてる部分もあると思うの

で、そこを伸ばしちゃうことで、市民の追加の負担

が間違いなく増えるであろうっていうところは、極

力阻止してほしいし、プラス、法人に責任があると

いうことは、別にそれは給与に限らないですよ。も

し、何か資産があるんやったら、それを売ったりと

かいうこともあるわけやから、それはいろんなやり

方はあるんでしょうけど、そういったところも含め

て、結果、市民だけが負担しましたみたいなことに

はならないように。しかも、結局膨らんで終わりま

したみたいな結果にはならないようにしてほしいな

というところです。 

○益田洋平委員長 ほかに質問はありませんか。 

  （発言なし） 

  なければ、以上で議案第83号中、福祉部所管分に

対する質疑は終了いたします。 

 ―――――――――――○――――――――――― 

○益田洋平委員長 以上で、予算常任委員会健康福祉

分科会を閉会いたします。 

（午後２時30分 閉会） 
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２ 健康医療部関係 

      議案第85号 令和７年度吹田市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 

 

３ 福祉部関係 
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